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    ◎開議の宣告 

〇川口浩史委員長 ただいま出席委員は 12名であります。定足数に達し

ておりますので、第５次総合振興計画審査特別委員会の会議を開きます。 

                             （午前 ９時２８分） 

 

    ◎諸般の報告 

〇川口浩史委員長 ここでご報告をいたします。 



  本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願いま

す。 

  なお、渋谷委員から、議案第 16号 第５次嵐山町総合振興計画を定め

ることについての件に対し修正案が提出されていますので、その写しをお手

元に配付いたしておりますので、ご了承願います。 

  それでは、直ちに本日の審査を始めます。 

 

    ◎議案第１６号の質疑、討論、採決 

〇川口浩史委員長 昨日に引き続き、第 16号議案 第５次嵐山町総合振

興計画を定めることについての件を議題といたします。 

  既に、第３の区分、第３章「施策の体系」中の第２節「健康で互いに支え

あう活き活きとしたまち」、第４章「重点的施策」中の第２節及び第５章「各施

策の内容」中第２節までの質疑が終了いたしております。 

  本日は、第４の区分、第２章「まちづくりの将来像」中第３節「土地利用構

想」の「６森林地域」、「７緑地保全地域」及び「８自然とのふれあいゾーン」

並びに第３章「施策の体系」中の第３節「水と緑に恵まれたうるおいのあるま

ち」、第４章「重点的施策」中の第３節及び第５章「各施策の内容」中第３節

までの質疑から行います。 

  ページ数で申し上げますと、12ページから 14ページ、16ページ、19ペ

ージ及び 61ページから 78ページまでです。 



  担当課は、政策経営課、環境課、上下水道課及び都市整備課でありま

す。 

  それでは、質疑のある方はどうぞ。 

  畠山委員。 

〇畠山美幸委員 おはようございます。 

  まず最初に、69、70ページのところなのですけれども、美化清掃運動の

参加者数ということで人数が推移していくわけなのですけれども、これには

小学校、中学校の方々もいろいろなところを美化清掃しているということで、

その人数は入っているのでしょうか。 

  あと、もう一つが、ロードサポート事業の参加者数ということで、これアダ

プト・プログラムの件だと思うのですけれども、こちらは今県の事業でやって

いるのですけれども、県の事業に対して団体数をこれだけ推移して行かせ

るということなのでしょうか、お伺いしたいと思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 それでは、１点目の美化清掃運動の参加者数で、小

中学生の児童生徒も入っているかというお尋ねでございますけれども、カウ

ントされているということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 



〇田邊淑宏都市整備課長 ロードサポートの事業の関係でございますけれ

ども、これは県の事業でございまして、県で今登録して行っている団体数で

ございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 畠山委員。 

〇畠山美幸委員 わかりました。アダプト・プログラムのほうなのですけれど

も、今現在は２団体ということで、今後は 10年後には６団体に進めていくと

いうことなのですけれども、どういった形で進めていかれるのか、お聞きした

いと思います。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 この団体につきましては、県のほうに県土整備

事務所でやっている事業がございまして、そちらのほうに登録してやってい

ただいているということでございまして、町からは特にその辺のところはして

いないのですけれども、実際には 22年度、吉田のほうの団体が２つふえて

おりますので、実際にはこの数がふえてしまっている部分があります。４団

体あるのですけれども、これがもう少しふえています。そういう状況でござい

まして、町としてはしていないのですけれども、そういう県のほうのでＰＲして

行っているという状況でございます。 

〇川口浩史委員長 ほかにありますか。 

  渋谷委員。 



〇渋谷登美子委員 73ページ、１点なのですが、ごみの適正化、ごみの指

標なのですけれども、処理量の目標値なのですが、人口減と、それから世

帯数の増が出てくると思うのですが、これの具体的な指標を見ていくと、10

年後に燃えるごみだと 2,935 トンであると。人口減があって、それでなおか

つ世帯数がふえていく。世帯数はどの程度になっていくかというのがわから

ないのですが、ここの計算の基準というのはどのようにしてされているのか。

燃えないごみの量にしてもそうなのですが、そこはどのような計算があった

のか、伺いたいと思います。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 それでは、お答えしたいと思いますけども。例えば、

10年後の人口で見ますと、１万 8,100人というベースで考えてございます

けれども、人口減に比して世帯数がそんなに減らないと。１人とか２人家庭

が多くなってくるということで、単純に人口減に比較して減っていくという計算

式にならないのです。人口減に比べて世帯数が減っていかないということは、

それほど減少していかないという今までのデータに基づいて、正確に計算し

たわけではないのですけれども、おおむねそういう傾向がございまして、ま

たリサイクル等の部分減量化にも力を入れているわけでございますけれど

も、思った以上に今までのここ何年かのデータを見ますと減ってはいないと

いう状況の中で、こういった目標を設定させていただいた次第でございます。 

  以上です。 



〇川口浩史委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 そうすると、世帯当たりとか１人当たりのごみの事実上

の減量目標というのはないような感じなのですか。減量目標でいくと、これ

はどういうふうに考えていくのかなと。どんなに頑張ってもごみの減量化に

対しての啓発や支援が効果がないというふうに考えるのか、その点を伺い

たいと思います。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 衛生組合のデータが頼りになるわけでございますけ

れども、人口に対する１人当たりのは 21年度ベースで 880グラムだったか

と思うのです。そういう単位で考えての比較というのは、何年か前のと比較

は正確にしていないのですけれども、先ほど申しましたように、人口減に比

して世帯が減っていかないということはそれほどごみが減っていかないとい

う現実の中から、こういった指標を設定させていただいたわけでございます。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 そうすると、ごみの減量に対する啓発や支援を行って

いますという施策の内容なのですけれども、これが効果が余りないというふ

うに考えるのか、どのように効果を持っていくのかということを伺いたいと思

うのですが。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 



〇簾藤賢治環境課長 あくまでもこれは目標でございまして、あと生ごみ処

理機の補助等を実施しておるわけでございますけれども、ご案内のように、

思った以上の基数が出ていかないというのが現実的な話でございます。 

  また、広報等に関しましても、極力減量化に向けてアピールしていくわけ

でございますけれども、今後生ごみの水分切りとかそういったものを含めま

して、より具体的にお願いしていくという考え方でございます。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  吉場委員。 

〇吉場道雄委員 ２点ほどお伺いします。 

  14ページの土地利用構想図ですが、上のほうに茶色、丸い印があると

思うのですが、これはマレットゴルフ場をつくる目的で許可をとったところな

んですけれども、今現状は全然開発している様子もなく、この土地はほとん

ど借地ですか、地権者も困っているような状況なのですけれども、今許可の

ほうはどうなっているのか、ちょっとお伺いします。 

  それと、70ページ、荒蕪地整備事業、よく私、志賀２区のほうに行くので

すけれども、近所が連絡すると、ある程度役場のほうで指導してくれました

ので、ある程度持ち主に連絡が行っていると思いますけれども、やはり連絡

があってもやっていないようなところがかなりありまして、やはり隣近所で迷

惑をかけているところが多いのですけれども、どのような対応をしているの



か、ちょっとお伺いします。 

  以上、２点よろしくお願いします。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 古里地区のマレットゴルフ場のところにいろん

な施設がある関係なのですけれども、これにつきましては町のほうは、この

申請が取り下げたという話は聞いてございませんので、そのままの状態だと

思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 志賀２区という限定的なデータではないのですけれ

ども、21年度の刈り取り面積として、町でお願いしている部分が１万 2,702

平米、22年度は今年の１月現在でございますけれども、１万 3,487平方メ

ートルということでふえているのですけれども、全体的な傾向と申しますと、

高齢化社会で１人世帯とか２人世帯の中でなかなか自分でできないと、そ

れでお金もないと。また、地元にお住まいの方に限らず、町外でお持ちの方

等々ふえてきている傾向にございまして、私どものほうも憂慮しているわけ

でございますけれども、連絡をとって、応じない方については１回、２回と続

けて連絡をとっていくというようなことで努力している次第でございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 吉場委員。 



〇吉場道雄委員 土地利用構想図なのですけれども、前はマレットゴルフ

開発の許可がおりたのですが、今はそれも外されていまして、長い状態でい

るわけなのですけれども、許可というのはある程度許可をとってから何年か

すると無効になるという制度があるのか、ちょっとそっちのほうも聞きたいと

思います。あと、地権者と土地利用で話し合いをしたことがあるのか。その２

点お伺いします。 

  あと、荒蕪地の関係なのですけれども、連絡を１回、２回とっても連絡が

つかないというところは多分あると思います。これはその先からまた移動し

ていると、これは税金の関係なんかも取りようがないと思うのですけれども、

こういう場合、隣近所である程度自分たちで協力しながら、そういうところを

切っているところもあるのですけれども、こういうところは町の責任は負えな

いですけれども、とれないと思いますけれども、こういうような行為をしてもい

いのか、伺います。 

  以上、２点。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 マレットゴルフ場の関係なのですけれども、いつ

まで手をつけないか、そのままになっているという話なのですけれども、これ

については町のほうでこの間という期間的なものはないと思います。ですか

ら、そのまま許可が生きているということでございます。 

  それと、地権者との話し合いですが、その辺については町のほうはちょっ



と把握してございません。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 所有地でございますので、所有権というのがござい

まして、町でいいとか悪いとかというのが言えないというのが現状でござい

ます。応じない方の中には、金額的な話で無理だという方とか、連絡がとれ

ないという方ももちろん含まれておるわけでございますけれども、地域の中

で、町としてではやってくださいというのは、所有権の問題がございますので、

なかなかはっきり申し上げられないのですけれども、地域で自主的に枝をお

ろすとかされているというケースも何件か耳にはしております。ただし、何度

も言うようですけれども、土地には所有権というものがございまして、町でそ

れを乗り越えてやっていいとか悪いとかという判断はなかなかできにくいと

ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 吉場委員。 

〇吉場道雄委員 最後に、荒蕪地の関係なのですけれども、やはりどうして

も連絡がとれないで、今の現状だと、やっぱり地域で協力しながらやってい

る現状なのですけれども、町のほうも地主に連絡がとれるように努力しても

らいたいと思っております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 要望でよろしいですか。 



〇吉場道雄委員 はい。 

〇川口浩史委員長 ほかにございますか。 

  長島委員。 

〇長島邦夫委員 最初に、61ページに載っておりますが、この間もちょっと

私、質問しましたですが、里山の維持管理を行うボランティア数ということで

指標の数なのですが、５年後、10年後とふえておりますが、現状で結構な

のですが、年齢別なものを見ているかどうかお聞きしたいというふうに思い

ます。 

  それと、66ページなのですが、児童公園のことなのですけれども、私も

よく尋ねられるのですが、お孫さんを遊ばせるのに、親だと割合とわかるの

でしょうけれども、きょうはどこへ行って孫を遊ばせようかなというふうに考え

たときに、ぱっと浮かぶところがないらしいのですよ。というのは、町の中心

的な、ここへ行けばいろんな遊び道具があって遊ばせることができると、そう

いうところがちょっと思い出せない、そういうふうな現状があるらしいのです。

というのは、よくわからない、ぱっと浮かばないと、中心的なところがどこな

のだろうな、私はそういうふうに尋ねられて、多分フィットネスではないです

かねというふうに話すのですが、町としてはそういうふうに児童公園の、こう

いう少子化の時期ですから、多少なりともほかにも子供さんがいて遊ばせる

ようなところを大きくやっていく、そういうふうな考えもあるのかどうか。私もち

ょっと今わからない状態なので、どんなお考えかちょっとお聞きできればと思



いますが。 

  ２点だけお願いします。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 それでは、１点目のボランティアの年齢ということで

ございますけれども、里山の維持管理を行うボランティア数の現状値の中に

は、広野２区里山を生かす会とモウモウ少年団の延べの活動の人数を入れ

てございまして、細かい年齢のものは総会の資料等から積み上げた数字で

ございまして、各団体の。細かい年齢層のは手持ちにないのですけれども、

里山を生かす会につきましては平均的に 60は超えているかなと。また、モ

ウモウ少年団につきましては、メーンは少年でございますので小学生という

ことで、それから団を卒業された青年と指導者というようなことでよろしいか

と思うのですけれども、申しわけないのですけれども、年齢的な区分別の人

数は把握してございません。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 公園のことなのですけれども、児童公園につき

ましては行政区のほうで底地のほうを管理していただいて、遊具のほうは町

で管理しているというような状況でございまして、この辺は行政区のほうと一

体となって管理していければいいというふうに考えているのですけれども。

確かに遊具のほうも老朽化しておりまして、また点検してみますと、今の基



準だとちょっと危険な遊具が多いわけでございます。今後につきましては、

やはり集中して遊べるようなところ、遊び場というのですか、そういうところが

できればいいかなというふうには担当課のほうとしても考えております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 長島委員。 

〇長島邦夫委員 61ページの里山のボランティアの関係ですけれども、延

べの人数で年と書いてありますから、それでモウモウも入っているということ

になると、子供たちの数も随分入っているということですね。それと、モウモ

ウの場合は町外の方との交流もしているということで、そういう方の人数も

入っているのかどうか、町外の方ですね。その点をちょっとお聞きできれば

というふうに思います。 

  それと、66ページの公園の件ですけれども、そういうふうに考えていただ

ければ、どこへ行っても遊ぶのに、在のほうですと遊び相手がいないのです。

ですから、そういうことも考えていただけると非常にいいのではないかなと思

いますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。 

  １点だけ再質問でお願いできれば。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 板橋のエコクラブの中の人数は、一般参加という扱

いで入っております。 

  以上でございます。 



〇川口浩史委員長 ほかに。 

  青柳委員。 

〇青柳賢治委員 14ページ、土地利用構想図なのですけれども、一応市

街地を形成する住居系の部分は、これから 10年間、平沢区画整理、それ

から東原、これを除くと、今あるような状況のまま 10年間が土地利用構想

図になるというようなことで、土地の利用のところに書いてありますけれども、

そういうふうな理解をしておいていいのかどうかが１点。 

  それから、61 ページ、先ほど長島委員さんも質問されたのですけれども、

５年後を指標で、今 571人と、これが 800人していこうと、さらには 1,000

人ということで、嵐山町のこれからの「豊かな自然 あふれる笑顔」というよ

うな将来像をやはり実現していく中では大事な事業だということで重点施策

にもなっています。そんな中で、やはりそこに携わっているいろいろな団体

がありますね。そういったような人たちのある程度口コミというか、案内とか、

活動家、家族の方とか、そういうふうな形で人数をふやしていこうというよう

な考えでいるのか。それとも、またちょっと違った町主導で、将来像があるか

ら、例えば小千代山なら小千代山でやるときに町民に呼びかけて、一般の

人も多く寄せていこうというような考えがあるのか、その点をちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 住居系の土地利用の関係でございますけれど



も、これにつきましては、まだ町で今現在も住居系のところについてもかなり

未整備の部分もございますし、それを中心に整備していくような必要がある

かなと思います。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 観光客がもちろんふえていくのが望ましいと。１つは

ございます。 

  それから、昨年 10月に行いました里地・里山委員会においても、各団体

でイベント等を行う場合、団体間の連絡と、町に必要であれば広報等で広く

呼びかけていって、団体に参加していただければ加入していただく、また考

え方が若干違うという方がいればまた別の団体を立ち上げていただきたい。

そのときにはご支援を町でさせていただくというような考え方でふやしていき

たいと。これは今の町有地になっている里山だけで考えても、ちょっと人数

的にきついものがございますので、どういう形にしろ、少しでも参加していた

だきたいというのが切なる希望でございます。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 青柳委員。 

〇青柳賢治委員 土地利用保存は理解できました。それで、ボランティア数

のほうになりますけれども、本当に嵐山の場合はオオムラサキの森を中心

にして蝶の里、それから小千代山も公有地化できたり、今度は金皿山がで

きました。拠点がいろいろ動いているので、町の人は、金皿山ってどこにあ



って、どんな上に登ったら下が見えるとかわからないわけです。だから、ある

程度、里地・里山委員会でもいいですから、そういう形で連携をとってやろう

ということなら、年に１回でもいいです。町民の皆さんに呼びかけて、金皿山

に来てくださいと。落ち葉のときには落ち葉を掃くとか、春の時期なら春の時

期で下草でもあるわけですから、伸びること。そういうところへ、危なくない仕

事でもいいと思うのですが、ぜひとも町民の皆さんに１人ずつ呼びかけても

らって、やはり将来像を実現していくということでも大事なことかと思います

ので、ぜひその辺をうまく連携をとってやっていただければと思います。結構

です。 

〇川口浩史委員長 答弁はいいですね。 

  金丸委員。 

〇金丸友章委員 同じく 61、62ページに関連した質問です。 

  まず、ボランティア数の目標ですけれども、この中に町外からの参加人

数というものは想定されていますでしょうか、お尋ねいたします。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 町外からも、先ほども申しましたように、現状値の中

で板橋のエコクラブですか、一般ということで入れてございますので、同様に

それぞれのイベント等を行ったときに、団体以外の方もご参加いただいた場

合、カウントしていくという考え方でおります。 

  以上でございます。 



〇川口浩史委員長 金丸委員。 

〇金丸友章委員 今の答弁にもありましたけれども、やはり町内だけでなく

て、現に今携わっているボランティアの団体を含めまして、施策の内容です

けれども、やはり特に都市部に向かってボランティアの連携を呼びかけてい

く、そういうことがこれからの事業の展開の中で必要ではないのかなと思い

ます。外部への広報等、また特にインターネットを通じての発信というものが

考えられるかと思いますが、その点いかがでしょうか。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 各団体のご了解をいただかなくてはできない面もご

ざいますけれども、冗談半分で職員の中では、どこかの大学のゼミとか、そ

ういったところとタイアップできないかというような話もございまして、継続的

に活動していただけるシステムというのも今考えてきつつあるところでござい

まして、今後そういった継続的にとにかく活動をしていける状況をいち早く構

築したいと、このように考えております。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 金丸委員。 

〇金丸友章委員 これ今後の展開としまして、今の答弁のような方向性を

持って、より広く外部の団体等にも、インターネットですと個人等になります

けれども、働きかけていただきたいと思います。 

  それとの関連ですけれども、地球温暖化に関する団体、町民との意見交



換の中で、里山の事業に携わっている方が里山のこういった運動の中で、

いわゆる外部と、それから今携わっている人も含めまして、何かそういうコ

ーディネーターになる人が必要ではないかという話がありました。そういうコ

ーディネーターを通して、ボランティアの活動の支援事業も含めまして、コー

ディネーターがボランティアの中でも必要だと。里山ですから特殊な分野と

いいますか、特定の分野になりますので、それに本当に携わってきて深い

造詣を持っている方なんかが適正だろうと思いますが、そういう活動の中で

もコーディネーターを、そういう立場の方を設置するなり、養成するなりという

ことを、それを強く希望されておりましたけれども、そういう大きな事業展開

をやろうと呼びかける場合に、やはりそういう立場の人が必要ではないかな

と思いました。その点について町のほうではどのような方向性を持っておら

れるのか、お尋ねをします。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 当然、今後計画的に広くやっていくには、コーディネ

ーターという役割の方も必要になってくるかと考えております。今建設中の

仮称ふれあい交流センターですか、その中でのボランティアコーディネータ

ーという方も今後置くというような方向があるやに聞いていますので、そうい

った方のところでの募集だとか、そういったものを含めまして、私どもの立場

とすると、コーディネーターをできる方を育成なり配置なりできたら、より一層

充実していくのかなとは考えております。 



  以上でございます。 

〇金丸友章委員 ありがとうございました。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  松本委員。 

〇松本美子委員 ページ数でいきますと 63ページなのですけれども、緑園

都市を目指すということで、嵐山町の緑を豊かにする条例というのが制定さ

れていると。その中では、花いっぱいの関係にしても、保護樹林の関係にし

ましても、現状から10年後に対しましても500株ぐらいしかふえていかない

ということになりますが、これは余りにもちょっと少ないかなというふうな考え

方が１点。 

  それと、現在花の数も、意外とやっている箇所につきましては少ないとい

うような話がかなり、うちのほうでも何カ所かやっていますが、出ています。

そういった中で、現状から目標が５年後でもふえない、それから 10年後にも

ふえない、これは何らかの問題があるのでしょうか。１点。 

  それに、その下の保護樹林の関係、樹木の関係なのですけれども、これ

も全然 10年たってもふえていかないというのは、これは何かの決まりみた

いのがもちろんあると思うのですが、その辺、これからの方向性としてはどう

考えているのか、お尋ねさせていただきます。 

  それともう一点、69ページになりますけれども、先ほどもロードサポート

の関係は質問が出ていましたけれども、これは現在でも私たちのところでも、



県のほうへ登録をとりまして行わせていただいていますが、先ほどのお話で

すと、余り町はタッチしていないというようなお話で、直接土木事務所のほう

へも連絡をとって行わせていただいていますが、公共施設や何かもみずか

ら義務的でなくてもやるのだということでしてあれば、もうちょっと町がタッチ

をして、これを推進を今後ともしていくのか、お尋ねをさせていただきます。 

  それと、その上なのですが、犬の登録につきましては、それぞれの方た

ちがしっかりと登録をとりながら注射等もやっていますけれども、その反面、

これとはちょっと離れてしまうかわからないのですが、猫とか、あるいは農村

のほうではハクビシンとかいろいろありますが、その辺のところについての

取り組みはありませんけれども、どんなふうな考えを持っているのか、お尋

ねします。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 内田主査。 

〇内田恒雄政策経営課政策経営担当主査 それでは、63ページの指標の

花いっぱい活動の配布数のふえる数がそんなにふえていないということな

のですけれども、現状といたしましては、駅前の東西の花壇、それから地区

の花壇ですとか、菅谷地区内の旧の 254沿いのプランター、それから公共

施設等、そういったところに、現状といたしましては、各種団体ですとか、各

地区、それから個人の方に花を植えていただいているという状況の中で、町

のほう、今まではふる里づくり推進協議会というところを中心に花の植栽を



行ってまいりましたけれども、花を配布するとき等に声をいろいろ聞く機会が

ございまして、その中でやはり現状で花を植えていくのがなかなか大変だと

いうようなこともあります。また、この事業を始めて大分年数もたっておりまし

て、このままでいいのかというような声も幾つか聞かれることもございます。

その中で、実施に積極的な地区、個人の方もいらっしゃいますし、中にはな

かなか大変だよという方もいらっしゃる中で、今後ある程度、配布の仕方で

すとか、植栽の場所とか、そういったものも、直す、直さないは今後のことで

すけれども、ある程度見直すことも必要になってくるのではないかというふう

に考えておりまして、実際の配布数の目標といたしましてはそんなにふえて

いない数だと思いますけれども、そういうことを見直しながら、これは必要な

ものとしてここに上げている施策ですから、継続していきたいというような考

えのもとに、関係者も含めて見直し、検討していきたいというように考えてお

ります。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 ロードサポートの関係でございますけれども、

当然道路の環境がよくなってくるわけでございますし、実際にロードサポート

事業をやっていただければ、当然ごみのほうも出てくると。そうなってきます

と、それについては町のほうである程度対応していかなくてはならないという

部分もございます。 



  そういう関係もございまして、町も今ある程度かかわっているわけでござ

いますけれども、そういう事業が進むことによって町の環境がよくなるわけで

ございますので、町としても協力するなり、またその辺の実際こういうところ

がやっていますよというようなＰＲとかそういうこともやって、なるべくそういう

ところがふえてくればいいかなということで、後で推進というのですか、お手

伝いもしたいと思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 それでは、保護樹林及び保護樹木の関係からお答

えしたいと思いますけれども。ごらんのように、嵐山町の緑を豊かにする条

例の中で指定基準というものがございまして、樹木につきましては、地域の

シンボルというような存在で、地域住民に親しまれている樹木だとか、本町

に数少ない樹種で貴重な樹木、地上 1.3 メートルの高さの幹の周囲が３メ

ートル以上で、樹高がおおむね 10 メートル以上の巨木とかという基準がご

ざいまして、おおむね町内のこのくらい以外に今のところ見当たらないのか

なというのも１つございます。 

  また、保護樹林につきましても同様の一定の基準がございまして、今の

ところ、現状維持というような考え方でございます。 

  それから、２点目の畜犬登録の関係とはちょっと違うのだと思うのですけ

れども、ご案内のように、犬につきましては登録義務というのがございます。



係留の義務もございます。ただし、猫につきましては、法律的に何もないの

です。それで、ふらふらしていても、だれが所有者かというのがわからないと

いうのが現状なのです。ですから、町にもかなり苦情等もいただくのですけ

れども、私どもが捕獲して指導センターなりなんなりへ例えば持っていくとい

う行為をしたときに、後で所有者が返してくれと言われても、これは何のあ

れもないので、現実的には手が出ないというのが実情でございます。 

  それから、ハクビシンのお話をされたかと思うのですけれども、今環境課

と産業振興課については、アライグマ及びハクビシンですか、アライグマは

外来生物ということで位置づけて駆除しています。それから、ハクビシンに

つきましては、農作物の被害ということで捕獲しているわけでございまして、

現実的に今後もいる限りやっていかざるを得ない状況にあるかと、このよう

に考えております。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 松本委員。 

〇松本美子委員 花いっぱいの関係はこのままの状態でいくというようなお

話でしたけれども、できましたら、せっかく花も一生懸命植えておりますので、

植えたときに余りにも数が少なくてばらばらのような寂しさだと、やっていくの

には少し。やる側にしてみますと大変だという部分もあるのですけれども、

せっかく植えるのですから、もうちょっとふやしてもらって、とりに行くなり配

布するなり、何らかの方法をこれからも考えていっていただければというふ



うに思っていますが、高齢化しているので、各団体なり何かで植えるのがち

ょっと大変だというようなお話があるとしたら、これからはもう少し呼びかけと

いうようなものもしっかりとしていったほうがよいのかなというふうに思ってお

ります。その辺を、申しわけないですが、少しお聞かせいただければありが

たいと思います。 

  それと、ロードサポートの関係ですけれども、もちろん整備をしていって、

ごみや何かが町からなくなってきれいになっていくわけですが、その辺のと

ころのごみの集まった時点ではこれは随時やっていくというような形だと思う

のですけれども、どこか収集場所は各地区の収集場所へ持っていって置く

のか、その辺の決定はあるのでしょうか。 

  それに乗って、申しわけないのですが、犬の関係なのに猫の話ばかりで

申しわけないのですけれども、猫の呼びかけみたいのというものは、そうい

うことというのは難しいのですか。もう少し管理してくださいではないですけ

れども、犬みたいな形で。その辺、もしできましたら、少し町のほうでＰＲとい

いましょうか、すぐ一口に広報と言ってよいか悪いかわかりませんけれども、

そういう管理体制でしょうか、そういうものを進めていけるようでしたらば、お

聞かせ願いたい。 

  それと、ちょっと前後してしまいますけれども、ロードサポートの関係につ

きましては、先ほどの畠山さんが聞いたときだったと思うのですが、現在で

は２団体ではなくて４団体ぐらいあるというようなお話ですと、５年後の目標



値がちょっと変わってくるのではないかというふうに思うのですが、いかがで

しょうか。 

〇川口浩史委員長 井上政策経営課長。 

〇井上裕美政策経営課長 花いっぱい運動のことに関しましてお答えをい

たします。花いっぱい運動、これまでも長い年月をかけて実施をさせていた

だきまして、範囲も広げていただきました。積極的な地区とそうでない地区と

温度差はあるわけでございますけれども、予算の範囲ということもございま

す。そういったことも含めまして、苗の数については希望もとらせていただい

たりしておりますので、少ないというところがあれば、お話しいただければふ

やすことも可能かというふうには思います。これからも呼びかけをしっかりし

ていきなさいということでございますので、町としてもしっかり呼びかけを行

いながら、この事業を継続的に続けていくように努力をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 ロードサポートの関係でございますが、ごみの

処分だとかそういう関係なのですけれども、あるところは連絡してくるところ

もあるし、実際にステーションとかそういうところに分別して自分たちでしてし

まうところもあるし、その辺はいろいろでございまして、直接その辺のところ

の処理については入ってきてはいないです。 



  それと、あと 22年度で２団体、最近なのですけれども、ふえております。

ただ、この段階だと２団体で、５年後が４団体というふうになっていますけれ

ども、これについては実際継続してやってくれればいいのですけれども、そ

の辺のところもはっきりわからない部分もありますし、それとあと実際に５年

後、見直しというかそういうことも出てくると思いますので、その辺について

はそういうことでお願いしたいと思います。 

〇川口浩史委員長 簾藤環境課長。 

〇簾藤賢治環境課長 猫の適正な管理というか、そういったのが呼びかけ

できないかということでございます。確かに目に余るケースもございます。ま

た、生活環境の保全という面からも困る部分もございますので、保健所等と

もご相談をさせていただきながら、検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 ほかにありますか。 

  河井委員。 

〇河井勝久委員 きのうの健康管理のところでも聞けばよかったのかなと

思ったのですけれども、後の項で出てきますので、きょうの中でお聞きしま

す。ページは 65、66 ページで、フィットネスパークの管理事業です。それで、

35ページの健康づくりの（１）の現況と課題のところで、生活習慣病でフィッ

トネスパーク 21が成人病等の生活習慣病のためにあるということが書かれ

ておりまして、それでフィットネスパーク 21の管理なんですけれども、生活



習慣病にこの公園がどういうふうなかかわりがあるのか、関連性についてち

ょっとお聞きしたいと思うのですけれども。私、見ましたら、ほとんど大人は

健康管理のために使っているような様子はなくて、使用しているのはほとん

ど子供ではないのかなというふうに思っているのですけれども、そこのところ

で健康管理、そのためにつくられたものなのかどうか、ひとつお聞きしたいと

思います。 

  それから、75、76ページの上水道の関係です。目指す指標の中で、給

水人口、これは５年後、10年後で、これは 10年後に１万 8,100人、有収

率が 90％いくわけですけれども、この中での給水人口が減っていくという中

で、例えば企業や店舗等はまだまだふえているのかなというふうに思ってい

るのですけれども、これは開発されるところの給水はどういうふうになってい

るのでしょうか。 

  それから、個人世帯はふえていくだろうというふうに思っていますけれど

も、これとの整合性です。この関係でいくと、やっぱり世帯がふえていけば、

当然に有収率もおのずとふえていくと思うのです。これは若干ふえているの

ですけれども、これからするとこの伸びが少ないのはどういうことなのでしょ

うか、お聞きしたいと思います。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 フィットネスパークの関係でございますけれども、

ここで先ほど言ったような健康管理、その辺のところはどういう結びつきかと



いうことでございますけれども、これにつきましては、フィットネスパークにつ

いては健康遊具が当初ついておりまして、それでそこをぐるっと回っていろ

いろ運動することによって、そういう健康管理というか、そういう目的でつくら

れておりまして、また木製の健康遊具につきましては大分取り払ってしまっ

ているのですけれども、幾つかまだ残っているかと思うのですけれども、当

初の計画だと、そういう生活習慣病ですか、そういう予防対策という考え方

で公園の整備もされております。外周をずっと回って一回り回ってくると一通

りの運動ができるというようなことで当初はつくられておりまして、現在はそ

の辺のところについて、腐ってしまったり、老朽化してしまっているものにつ

いては、撤去させていただいているというような状況でございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 大澤上下水道課長。 

〇大澤雄二上下水道課長 それでは、お答えいたします。 

  有収率の目標値が低いのではないかというそういうお尋ねでございます

が、ここに記載させていただいております有収率の数字につきましては、町

の水道のビジョン、基本計画が策定をされておりまして、それに基づいて数

値を掲載をさせていただいておるところでございます。 

  それと、人口と有収水量の関係でございますが、人口が当然減になって

いく予測の中で、有収率につきましてもそこに比例して有収率が上がる、下

がるとかというのではないと考えております。効率よく給水ができていけば



有収率も上がってくるというふうな考えもございまして、そういうふうなことで

目標数値を設定をさせていただいております。あくまでもビジョンに基づいて

数値を目標値として掲載をさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 河井委員。 

〇河井勝久委員 公園なのですけれども、当初目的が健康管理を目的にし

てつくられたという話ですけれども、それから既に遊具等についてもかなり

傷んだりなんかしているものは撤去していると。周りは確かに歩けるように

はなっておりますけれども、そこを健康管理のために歩いている人というの

はほとんど見受けられないですね。子供が来て遊んでいるという形が見ら

れると。例えば、木製のジャングルジムに似たようなものだとかいろいろとあ

るのですけれども、では撤去されたものについての今までの補修だとか、あ

るいはつくり直しとか、そういうことはされてこなかったように見受けられるの

ですけれども、そこのところはどうなのでしょうか。 

  それから、ループ式の滑り台が、数カ月前から使用禁止というか使用中

止になっていると。遊んでいる子供とか親の人たちが、何でそこが使えない

ようになっているのか原因について全く知り得ていないので、どうなのでしょ

うねという話もちょっと聞いたことがあるのですけれども、いまだにまだそれ

がやられていないと。それは何か事故があったために使用できなくなって数

カ月使えなくなったのか、あるいは全く撤去するためにそういう形で使用中



止になっているのか、そこのところもひとつお聞きをしたいと思います。 

  それから、水道の関係ですけれども、先ほども企業だとか、結構これか

らの開発の問題で、そのほうのところの給水なんかについてはカウントされ

ていなくて、単なる個人的な人口の減るのと、それから個人世帯がふえてい

るとの関係だけで給水人口と有収率を決めたのでしょうか、そこのところをも

う一度お聞きしたいと思います。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 遊具の関係でございますけれども、健康遊具に

しても、子供の遊具にしても、木製のものについて結構期間がたって、下の

ほうが腐ったりなんかして危険だということで、撤去はしております。実際に、

その後設置すればいいわけなのですけれども、その辺がされてきていない

状況でございます。それにつきましては、今この辺のところもある程度整備

してフィットネスをどういうふうに活用するかということについても、これから

ちょっと検討していかなくてはならないかなというふうには考えております。

そういう関係で、壊れたところをすぐつくってしまうというのではなくて、その

辺のところについても計画的な方法を考えていければなというふうに考えて

おります。 

  それと、今、複合遊具のほうが、滑り台の部分が使用禁止になっている

のですけれども、それについても壊れかけておりまして、いつ崩れてしまう

かわからないような状況でございまして、それで使用禁止にしてあるわけな



のですけれども、その辺についても撤去する計画でおります。ですから、そ

れについても今後どういうふうにするか、どういう遊具を置いていくとか、そう

いうものについても今後、その辺につきましては整理して計画を立てていき

たいと思っています。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 大澤上下水道課長。 

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。 

  先ほどの人口と工業関係とか、その辺も含めての想定かというお話でご

ざいますが、基本的には人口の増減のところを重点的に勘案をさせていた

だいております。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 河井委員。 

〇河井勝久委員 そうすると、公園の関係ですけれども、すべての遊具が

使用できなくなった時点で、例えば公園としての使用方はもう考えていると

いう形になれば、全く使えなくなった時点で更地化して、将来的には別の公

共施設か何かをつくるときとか、あるいは全く違う形で将来的な考え方という

のは出てくるのでしょうか、そこのところはひとつお聞きしたいと思います。 

  それから、水道の関係ですけれども、商工業の関係についてはカウント

されていないというお話で、単なる人口の増減の関係での有収率という形に

なってくるのですけれども、そうすると、これだけでいくと、これからの水道事



業の中では水道財源が相当少なくなってくるのだろうというふうに思ってい

ます。そうすると、これから事業を展開していくについても大変なことになっ

ていくのかなというふうに思っているのですけれども、そこら辺のところはど

ういうふうに将来的には考えているのでしょうか、そこをお聞きしておきたい

と思います。 

〇川口浩史委員長 岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 フィットネスパークの件ですけれども、現状町では、担当

課からは遊具が壊れたから新しくつけたいということで予算の請求が上がっ

てまいりました。そういう中なのですけれども、今もちょっとお話がありました

けれども、健康遊具というか、健康事業としてそういうものを取りつけた。し

かし、実際はそういう形でいっているのだろうかという面、それからあそこの

ところで実際今活用していただいているのは何歳ぐらいの子供が多いのか、

それによって遊具も違ってきますし、活動行動が違うわけですから、小さい

子と幾らか大きい子と一緒のところでまぜ合わせてやったりなんかというこ

とになって、事故でも起きないか、けがでもしないかというような、いろんな

問題が想定をされてきます。そういう中で、町民ホールで小さい子供の今度

事業が始まりますので、そういう人たちのご意見を聞きながら、あそこのとこ

ろ、公園をどういう形でやっていったらいいのだろうかということをぜひ意見

を聞かせてくださいということで、フィットネスのところに掲示か何かでやるよ

うにという指示を出してあるのですが、そういう意見を聞きながら、あそこの



ところをどうやったら、本来の遊園地であれば遊園というか、そういう遊び場

であればそういう形のほうが活性化ができるということであれば、どの方向

を向いたらいいのかということも今検討をしているところでございます。それ

によって、どういうものをつけたらいいのか、何歳ぐらいのがいいのか、今ま

である道具でずっといくのがあるから、それが壊れたからまた同じようなもの

をつけるとか、今あるような滑り台がついたような重いものがあるから、それ

が壊れたからまたつけるということでなくて、総合的に検討して取りつけてい

こうということで、今情報を集めて検討をしている最中でございます。 

〇川口浩史委員長 大澤上下水道課長。 

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。 

  これから人口が減になっていくということで、水道の経営が非常に厳しく

なるのではないかということでございますが、これご指摘のとおり、人口が減

になっていきますと収益も当然減ってきますので、水道経営が非常に厳しく

なるのは嵐山町だけでなくて全国的にそういうふうに言われております。で

すので、収入に見合った費用の使い方、その辺についても精査をしながら、

使える施設はなるべく町事業で使えるように、そういうふうなこともしながら、

なおかつ老朽化が進みますと、どうしても更新という機器だとか設備が当然

あるわけですけれども、それも経済的な方法で整備をし、経営費用の軽減

に努めていく必要があろうと、そういうふうに思っております。 

  以上でございます。 



〇川口浩史委員長 岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 今の件の補足になりますけれども、先日も水道協会の県

の総会がございまして、そこでも話になっているのですが、今も課長答弁の

中にありましたけれども、施設はどんどん年々老朽化をしてまいります。そ

れで、今ある水道管を直し、例えば１％直していけば 100年かかるわけで

すね。そうすると、今の水道管が何年もつのか、今あるのが何年直していっ

たらこのまま使い続けていけるのか、それと耐震の水道管がどれぐらい今

設置をされていて、これから先どうなるのかというようなことも全部含めて、

全国的に今水道管をこれから布設替えをしていって管理をやっていくという

のが大変な課題になっております。それが１％で100年、２％で50年、です

から何年もつのか、今のがどこでどう直さなければいけないのかというのは、

議員さんおっしゃるように、人口の減少を、うちで若い世代が減ってくる中で

どう維持管理をしていくのかというの、大きな問題であるわけです。そういう

のも踏まえて、長いスパンで、嵐山町の水道行政がしっかり安全な水を安

心していつでも使えるような体制を持続可能な状況で持っていくということを

基本に考えながらやっていかなければいけないというのが、基本に思ってい

るところでございます。 

〇川口浩史委員長 ほかにありますか。 

  柳委員。 

〇柳 勝次委員 １点だけお尋ねいたします。 



  76ページの水道関係なのですけれども、クリプトスポリジウムですか、こ

の対策なのですけれども、たしか４～５年前にある日突然というような感じで、

これ何とかしなくてはというような計画があったのだと思うのです。そのとき、

たしか法的に何か義務化されているのかなというような話もあったのですけ

れども、いまだに何もやっていないということは、恐らくそういうことはないか

なとは思うのですけれども、いずれにしても対策を進めますということで、10

年のうちにやるのかなと思うのですけれども、要はお金が億の単位でたしか

これをかかったと思うのです。ですから、長期的な計画をしていく必要があろ

うかと思うのですけれども、もちろん具体的にはないのだと思うのですけれ

ども、その辺の計画についてお尋ねいたします。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 大澤上下水道課長。 

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。 

  クリプトスポリジウム対策の施設の整備の関係でございますが、これに

つきましては、通常整備をするときには日常の大腸菌、指標菌というのがご

ざいまして、クリプトスポリジウムの汚染の可能性が疑われる場合の指標菌

というのがありまして、その指標菌につきましては大腸菌が検出をされる、

あるいは濁りが増してくるとか、そういうふうな状況のときに、それが１回、２

回、こういうふうな形で検出される場合には、厚生労働省から指導が来まし

て、それの整備を早急にということになるわけですけれども、嵐山町の場合、



ここ数年来にはこのような状況にはなってきておりませんので、今のところ

そういうことが起きる気配があれば整備をしていきたいと、そういうふうなこ

とで長期的な計画の中で位置づけをさせていただいているところでございま

す。 

  以前に話題になったのは、個人町名を出しては失礼だと思うのですけれ

ども、越生町で一時期そういう国内で初めての事件がございまして、その後

その辺の話題が全国的に注目された。そういうときにその辺の話がありまし

て、その辺の委託によりまして、仮に整備をしていったらどういうふうになる

のかなというそういう委託事業もやらせていただきましたので、そのときにお

話を申し上げたことなのかなと、そういうふうに思っておりますので、長期的

には当然計画の中には位置づけとしては重要な位置づけとして計画をさせ

ていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 柳委員。 

〇柳 勝次委員 10年間のうちにやるのかなと、ここの書き方だと思ったの

ですけれども、今の話だと、そういった菌が出なければやらないで、出た時

点で考えるというようなそんな答弁もあったのですけれども、その辺につい

てどういうことなのですか、やるのですか、やらないのですか。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 大澤上下水道課長。 



〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。 

  ですから、先ほど申し上げましたように、指標菌等の検出がされた時点

で実際的には整備について考えていきたいと、そういうふうに思っておりま

す。他の事業体で県内でも実施をしているところがあるのですけれども、そ

ういうふうな形でやられておるというのが実態でございますので、嵐山町に

ついてもそのような対応でさせていただければと、そういうふうに考えており

ます。 

〇川口浩史委員長 ほかにありますか。 

  清水委員。 

〇清水正之委員 この総合振興計画は 10年間のスパンでやると、嵐山町

の将来をつくるのだということなのですけれども、私は 20年、30年先を見

越した 10年間でもいいのではないかなというふうにも思います。そういう面

では、町長そのものも豊かな自然というものをこの総合振興計画の中で一

番先に位置づけをしている。嵐山町の財産というのは、それこそ豊かな自然

が１つの大きな財産なのだろうなというふうに思うのです。そういう面では、

アンケートの中でも、自然の豊かさ、それから空気がきれいなことというもの

が１位、２位になっているし、行政に望むものも自然の保全というものが３位

になってきている。そういう面では、61ページなのですけれども、里山の保

全なのですが、保全だけをしていくような何か夢のない計画だなというふう

に思うのですけれども、そういう面ではここの部分が嵐山町に夢が語れる部



分なのかなというふうにつくづく思うのです。そういう面では、蝶の里を中心

にした蛍があるわけですけれども、私、ほかの地域はわかりませんけれども、

志賀の中でも蛍が飛び交う場所が出てきている。今も多分いると思うのです

けれども、トウキョウサンショウウオもいるところもある。オオタカの巣もある。

そういう面から考えると、確かに土地利用計画の中では緑地地域が町有地

の部分の里山地域に当たっているのかなというふうに思うのですけれども、

それを活用した町の活性化みたいな形でのメッセージというのがこの中では

伝わってこないのですけれども、それこそこの自然を生かした観光的なもの

が果たしてできないものかな。全国ではそれこそ葉っぱも数千万の収入を

上げているところもあるわけで、そういう町の財産の活用をどう図っていくか

というのがここの部分ではないかなというふうに思うのです。 

  そういう面では、これちょっと課長と休み時間にたばこを吸いながら話を

していたのですけれども、そういう希少動植物のある里山づくりだとか、それ

こそ山菜があってとれる里山づくりだとか、小川ではカタクリの里というのが

あると思うのですが、そういう将来を見越した里山づくりというものが果たし

てこの 10年間でできるかどうかは別にしても、そういう夢のある事業展開と

いうものができないものだろうかなというふうに感じているのですけれども、

そういう面では今ある里山と言われている部分だけではなくて、もっと計画

的にそういう部分も含めて、行政が観光と含めたそういう里山づくりというも

のが果たしてできないだろうか。 



  そういう点では、先ほど言ったように、この 10年間、あるいは 20年、30

年先を見越した 10年間であってもいいのではないかなというふうに感じて

いるのですが、私はここの部分が嵐山町のある種夢が語れる部分かな、ど

ういう嵐山町にしていくかという部分に当たるのかなというふうに思うのです

が、それが町の活力にもなってくるのかなというふうにも思いますし、先ほど

観光客をという話もありましたけれども、そういう部分での町の売り出し方と

いうのもあるのではないかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

〇川口浩史委員長 岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 今おっしゃるとおりだと思うのです。ですから、そういう方

向にしたいわけですけれども、なかなかならないわけなので、どこのところ

からどうとっついていったらいいのか、ぜひご指導いただきたいと思うのです。 

  それで、町はどうするのだということなのですけれども、実はゆうべもテレ

ビを見ていましたら、ＮＨＫの７時半からいろんなことをやる番組があったの

ですけれども、農業でタイかどこか外国のところに日本の農業者が出ていっ

て、日本で自分の農業をやっていること、そっくりやり方を、向こうに行って

バナナをつくっているのです。それで、バナナを日本のつくり方でやっている

あれですということで売り出して、３倍ぐらいの高い値段で向こうで売れてい

るという話がありました。それから、ミニトマトもどこどこでやっているとか、ま

た米をどうするとかというような話がありました。そういうふうにやるものに対

して国がどういうことで応援をしていこうというような体制でいるのだと。だけ



れども、国でやることなんかは後から追っかけてくるのだから、とても当てに

はできない、自分たちの中で同志を集めてやっていくのだというような話に

なっておりました。まさにそういうことではないかと思うのです。町でここのと

ころの山を何をしてどうしてということではなくて、やっぱり今嵐山町のという

ことであれば、嵐山町の中の全体の資源というようなものも、それぞれの人

のインテリジェンスも含めて、何をやって、どうやったらいいのかというそうい

うものが動き出してきたら、そこのところに町は何ができるかというようなこと

のほうが、活性化というのがいくのではないかなというふうに思うのです。 

  農業で今までいろんな形で国で助成をしてまいりました。そういう結果が

なかなか芽が出ないで、今まで来てしまっている。ですので、それと同じよう

な状況にならないように、民活というものに公がどれだけ応援ができるかと

いう体制、そういうものを話し合いながら模索をしていくというか見つけ出し

ていく、これが今求められているのではないかなというふうに思います。 

  直接的な答弁にならなくて申しわけないのですが、以上です。 

〇川口浩史委員長 清水委員。 

〇清水正之委員 そういう面では、里山の協議会もあると思いますし、そう

いった知識を持った人たちもいるわけですから、今のそうした場所をどう活

用して町の活性化につなげていけるかというものをやっぱり行政のほうから。

町長は、その声を住民のほうから上げてもらえるとという気持ちなのでしょう

けれども、それこそ一緒になってそういうものを協議するような場所も設けな



がらやっていければ、せっかくある資源ですから、うんと活用方法というのが。

今言ったのは私の考え方であって、そういう人たちが寄り集まることによって

また違う考え方も出てくるでしょうし、せっかくある町の資源をどう活用して、

どう町に活力を与えるような展開ができるかというのは、私はそういう面で

は町の活力という面での夢を語れる部分というのはここの部分、この自然を

どう活用していくかということなのではないかなというふうに思うのですが、

そういう面ではそういう人たちの意見も含めて、そういうことになると必然的

にボランティアそのものも多くなってきますね、そういう形の展開というのが、

10年間という長いスパンがあるわけですから、できないものかなというふう

に思うのですけれども、どうでしょう。 

〇川口浩史委員長 岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 そのとおりなのです。それで、実際問題、嵐山町の資源、

魅力というものを少しでも上げるために、例えば観光協会の皆様方が河川

のごみ掃除をしたりだとか、いろいろなところに木を植えていこうだとかいう

ようなことというのも、やっぱり魅力を少しでもアップをしていく、そういう努力

をやっていただいているわけで、それらがより広まっていけば、里山の手入

れをしていただいている人たちもそうですね、いろんなことがやっている中で、

嵐山町の自然、それをさらに魅力グレードアップしていく、そんなようなこと。

そして、何度も言っていますが、嵐山町の魅力アップ大作戦のような話し合

いの場が交流センターの中で自然発生的にできて、ちょっとどうだいという



ような会ができるような、そういう形の誘導と言うとちょっと言葉がおかしいで

すけれども、そういうようなことができないだろうか、そういう話し合いをしま

せんかというようなことは、そういうところを使ってできていくのではないかな。

それには、だから観光協会の皆さんをはじめとして、オオムラサキの自然の

会の皆さんだとか、いろんな方がいらっしゃるわけですから、林業研究会の

人たちもいらっしゃいますし、炭焼きを今一生懸命勉強しているわけですの

で、そういうようなことだとかというのも含めて、嵐山町の自然、それでその

ほかにも文化団体いっぱいあるわけですから、そういう人たちが歴史をどう

いう形で嵐山町の資源として、こういう観光だとか産業に結びつけられるか

というのも含めて、そういう話し合いの場というようなものが考えていければ

というふうに思っています。 

〇川口浩史委員長 清水委員。 

〇清水正之委員 最初は現実離れした話でもいいかなというふうに思うの

です。やっぱり現実から出発すると、どうしても小さいほうに固まってしまう

ので、それこそ現実離れした話からのほうがもっとスケールの大きい事業展

開ができるかなというふうには思うのですけれども、ぜひお願いしたいと思

います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

          〔「なし」と言う人あり〕 



〇川口浩史委員長 質疑がないようですので、第４の区分、第２章「まちづく

りの将来像」中第３節「土地利用構想」の「６森林地域」、「７緑地保全地域」

及び「８自然とのふれあいゾーン」並びに第３章「施策の体系」中の第３節

「水と緑に恵まれたうるおいのあるまち」、第４章「重点的施策」中の第３節

及び第５章「各施策の内容」中第３節までの質疑を終結いたします。 

  ここで休憩といたします。 

          休  憩 午前１０時５５分 

 

          再  開 午前１１時１５分 

〇川口浩史委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、第５の区分、第３章「施策の体系」中の第４節「歴史・文化のか

おり高く子どもの笑顔あふれるまち」、第４章「重点的施策」中の第４節及び

第５章「各施策の内容」中第４節までの質疑を行います。 

  ページ数で申し上げますと、16ページ、19ページ及び79ページから98

ページまでです。 

  担当課は、政策経営課、こども課及び生涯学習課であります。 

  それでは、質疑をどうぞ。 

  河井委員。 

〇河井勝久委員 80ページですけれども、新規事業の中で児童館の事業

が入ってきたのですけれども、児童館については前も町の要望が強かった



という話も聞いていたこともあったのですけれども、嵐山町でも子育て事業

の中の１つなのかなというふうに思っているのですが、これについてはいつ

予定しているのでしょうか。放課後子ども教室等の関係でいくと、今各小学

校等でもあるわけですけれども、そういう関係でいくと、児童館が何カ所ぐら

いを予定をされてきているのでしょうかを聞いておきたいと思います。 

〇川口浩史委員長 小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 それでは、お答えをさせていただきま

す。 

  児童館につきましては、ご承知のように、児童福祉法に規定があるとこ

ろでございまして、児童厚生施設として子供に健全な遊びを提供して健康を

増進すると、そういったような施設の１つでございます。今の要望が強かっ

たというようなお話もございました。いつ予定をしているかというようなお話も

ありました。その辺については、今後やっぱり具体的な検討はしていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

  80ページを見ていただきますと、新規に箱物をつくるというものではなく

て、やはり既存施設を活用した、いわゆる児童館機能の整備を推進したい

というふうな考え方を持っておりまして、先般、機構改革等もございました。

例えば、公民館を廃止して、中部、そして南部のほうに３つのふれあい交流

センター等ができますと。 

  私ども所管課の考えといたしますと、例えば中央部にありますそういった



交流センター、こういったところも考え方に対応できるものの一つとして、拠

点として考えられればというふうには考えておりますけれども、まだ庁内協

議とかそういうものしてあるわけではございません。スペースの問題である

とか、人員配置の問題であるとか、さまざまな課題等もありますので、そうい

ったことも含めて今後検討していければいいかなというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 河井委員。 

〇河井勝久委員 開設に当たってはいろいろな検討がされてくるというふう

に思っているのですけれども、児童館は、そこをする場合には、一定の必要

なものというのがまた取りそろえられてくるような気もするわけです。図書だ

とか、いろんなものもそろえられているようなところも多いわけですけれども、

そういう関係も出てくるというふうに思います。あと、土休日、あるいは祝日

も開放されるというのがやっぱり児童館の一番の目的になっていくのだろう

と思うのですけれども、そういう面では今後の課題なのですけれども、土休

日の開放という形になってくるのでしょうか。 

〇川口浩史委員長 小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 お答えをいたします。 

  簡単に申し上げて、例えば公民館の子供版というようなことでございまし

て、そこには当然、委員さんのほうからお話がありました図書であるとか、そ



ういったもの等も必要かなというふうに思っております。最大のものは、そこ

にどう指導者がいて、例えばイベントであるとか、そういったものをどう組ん

で、そこにどう参加していただくかと、そういったものも考えていく必要がある

かなというふうに考えています。 

  土日、祝日、この辺については、委員さんおっしゃったとおりかというふう

に考えております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 ほかにありますか。 

  畠山委員。 

〇畠山美幸委員 ３点についてお伺いします。 

  まず、80ページの地域子育て支援センターが現在１カ所設置してありま

すけれども、今の現在の場所と、今後中学校区でもう一カ所だと思うのです

けれども、ふやすという内容をお伺いします。 

  それと、次の 82ページですが、基本的な方針の中に、今後保育条例は

病後児保育を、サービスをやりますよと、充実を図りますよということが書い

てあるのですけれども、現在は病後児保育はやってなかったのですよね。

今後どちらの保育園で。すべてでやるのではなくて、どこか１カ所でとか、そ

の辺どこでやるのかお伺いします。 

  それと、90ページの中の新事業で緑の学校ファーム推進事業という内

容がございます。こちらは、今志賀小学校さんが学校ファームはされている



のですけれども、菅小さんですとか、七小さんも学年によっては何か農作物

をつくっていますが、大々的にやるのかどうなのか、事業の内容をお伺いし

たいと思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 それでは、まず最初に 80ページの地

域子育て支援拠点事業の関係についてお答えをさせていただきます。現在

どこかというふうなことですけれども、これは若草保育園のほうでやっていた

だいております。ここにも書いてありますように、各中学校区に１カ所を設置

してというふうな県のほうの考え方等もありまして、そういう指導もあります

ので、そういった対応を図っていきたいというふうなことで考えていきますと、

もう一つについては菅谷中学校校区という中で、具体的に今後検討していく

ものの一つとしては、例えばおもちゃ図書館とか、そういったところを視野に

入れて検討していければいいかなというふうに考えております。 

  それから、続いて 82ページの病後児保育、これにつきましてはどこの保

育園かというふうなことで。現在はやっていないわけですけれども、当初予

算のほうでファミリーサポートのほうの予算を、多分 75名ぐらいだと思いま

すけれども、お願いしてございます。ですので、23年度から、そういったファ

ミリーサポートの対応等で病後児保育のほうの対応等も含めてやれればと

いうことで、これについては動き出したいと、23年度から動き出せればいい



かというふうに考えております。 

  続いて、90ページの緑の学校ファームの関係でございます。委員さんの

ほうから、志賀小というふうなお話がございました。これについては、現在は

全校で対応しております。すべての学校において、それぞれの実情に応じ

てやっております。 

  今お話ありましたように、志賀小学校については、地元の農家の皆さん

等にもご協力いただきまして、いわゆる畑をそこで、簡単に申し上げますと、

種まきというのでしょうか、種をまいたり、それから苗を植えたり、そういった

ところから収穫までの一貫したものを４年生が中心になってやっていると。で

すから、草取りもやると。そういったような大々的にやっているのが志賀小と。 

  そのほかにも、菅中においては、校舎のわきのほうの畑ですけれども、

大根、白菜、もろもろそういったものをつくっておりまして、給食のほうへも提

供していただきまして、いわゆるそういった対応、あるいは小学校につきまし

ては田植え体験、こちらも田植えとそれから収穫体験、こういったようなこと

で全校対応していると、こういう状況でございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 畠山委員。 

〇畠山美幸委員 では、中学校区のほうで１カ所ということは、おもちゃ図書

館ということでご答弁がございましたが、そうしたら、今若草でしたら先生が

常時いらっしゃいますけれども、おもちゃ図書館も、おもちゃ図書館の何とい



うのですか、管理人ではなくて…… 

          〔「おもちゃ図書館のようなところ」と言う人あり〕 

〇畠山美幸委員 おもちゃ図書館のようなところでというお話でしたけれど

も、保育園でのお考えはないということですね。 

  それと、あとここのところ漏らしてしまったのですけれども、80ページのつ

どいの広場事業というのがあるのですが、現在はゼロですよと。今後、１カ

所設けて、年 500人を集っていくという内容があるのですけれども、この事

業の内容もどこでやるのか、お伺いしたいと思います。 

  あと、病後児保育に関しましては、ファミリーサポート予算を使ってという

ことで。ファミリーサポートというのが私よくわからないので、説明をお願いし

たいと思います。 

  あと、学校ファームのほうは、前倒しで現在小学校でやっているというこ

とで、新規と書いてあったので、また何か新しいことが始まるのかなと思い

ましてお伺いしたのですけれども、何か新しいことはないのかあるのかをお

聞きしたいと思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 支援センターで保育園はどうなのかと

いうふうなことでございますけれども、例として今おもちゃ図書館という形で

申し上げました。ご承知のように、人的な配置もありますので、当然保育園



等も含めた形で検討はなされるかなというふうに思っていますけれども、た

だこちらとしては、人的なものがクリアできれば、やっぱりおもちゃ図書館あ

たりが一番いいかなというふうには考えております。 

  それから、ファミリーサポートの関係とつどいの広場については、後ほど

副課長のほうから答弁させていただきます。 

  それから、緑の学校ファームですけれども、新規というのはこれはどうい

うふうな内容かなというふうにも考えるのですけれども、全校で取り組みをし

ていますので、その辺を当面は継続ができればと。そういう中から、やっぱ

り地元の方と交流というのでしょうか、例えば志賀小なんかですと、お芋をと

って、それをふかして、一緒に交流会をやったりとかやっています。ですので、

そういったものを例えば各校に拡大ができるかどうか。ただ、実情とかもあり

ますので、それを全校できるかどうかはなかなか難しい部分もあるのですけ

れども、例えばの例ですけれども、そういったようなことも含めて、今後とし

ては検討ができればいいかなというふうに考えております。 

  私のほうからは以上です。 

〇川口浩史委員長 前田副課長。 

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 それでは、つどいの広

場とファミリーサポートセンター事業についてお答えさせていただきます。 

  つどいの広場事業でございますが、これは子育ての親子が気軽に集い、

打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図るという場でございま



す。場所といたしましては、今県内でも何カ所かやってございますけれども、

公共施設の空きスペースだとか、商店街の空き店舗、民家やマンション、ア

パートの１室等を借りまして、実施しているところでございます。 

  次に、ファミリーサポートセンターの内容でございますが、先ほど課長か

らも答弁ございましたが、23年度当初予算のほうで、ファミリーサポートセン

ター事業ということで予算化をさせていただいております。これにつきまして

は、病児・病後児保育をメーンに考えておりましたところ、病児・病後児保育

等費用的にはそれほどかからなくても、病児・病後児なり、お子さんについ

ても保育ができるということで、ファミリーサポートセンターのほうで考えさせ

ていただいております。 

  内容といたしましては、ファミリーサポートセンターというのは、サポータ

ーさん、要するに保育を、お子さんを預かることができますよというサポータ

ーさんと、お子さんを預けたいという利用者、この方たちをコーディネートし

て、お互いに預ける方と預けられる方、そういった方をマッチングさせて通常

の保育をしていただくという仕組みでございます。当然、病児・病後児につい

ては、サポーターさんについては講習会等をさせていただきまして、それな

りの知識をつけていただいてお子さんを預かるということでございます。場

所によっては、病院とか保育園等で病児・病後児保育をやっているところも

ございますけれども、嵐山町の場合には、病児・病後児につきましてはファ

ミリーサポートセンターを活用しまして対応していきたいということでございま



す。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 畠山委員。 

〇畠山美幸委員 ファミリーサポートセンターで対応するということなのです

けれども、ファミリーサポートセンターがどこにあるのですか。 

〇川口浩史委員長 前田副課長。 

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 ファミリーサポートセン

ターという場所ではなくて、お子さんを預けたいという方と、お子さんを預か

ってもいいですよという方をコーディネートするそういう仕組みなのですね。

コーディネーターなのです。ですから、場所というよりも、コーディネーターさ

んをお願いをするのです。実は、県内でも１カ所、ＮＰＯ法人でやっていると

ころがありまして、川口とか県南のほうでは実際活動しているところもござい

まして、そこを今視野に入れているのですけれども、そこにお願いして、サポ

ーターさんの講習とか、あとサポーターさんと利用者のコーディネート、そう

いったものの業務を委託していこうということで考えております。 

  以上でございます。 

          〔「どこかに預けるのでしょう」と言う人あり〕 

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 預かる場所ですか。預

かる場所なのですが、基本的にはサポーターさんのお宅か、もしくは利用者

のお宅、個人契約になりますので。コーディネーター、サポートセンターは法



人としますが、実際の預ける、預かるというのはお互いの相手の個人契約と

いうことになりますので、サポーターさんのお宅で預かるか、もしくは利用者

のお宅で預かるかということは、お互いの話し合いの中で決めていくというこ

とでございます。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  長島委員。 

〇長島邦夫委員 １点だけお聞きします。これは 85ページの開かれた学校

づくりの充実ということで、学校応援団の関係が記載されています。学校と

家庭、そして地域が一体となって進めていく教育がこれからは重要になって

くると。そのようなことで、ここ数年において学校応援団が学校につくられた

のだというふうに思っています。先ほども学校ファームの話が出ていました

ですが、学校ファームについても通じるものがあるというふうに思います。 

  今ここで聞きたいのは、各学校の単位で応援団を設置しているというふ

うに思いますが、Ｔは関係なく、いわゆる父母の方はよく学校応援団という

のを理解しているのですが、一般の住民の人は、地域と言われる人は、と

かく内容を知らないのです。それで、学校の学校だよりというものが、よく学

校区のが来ますが、そういうところを目を通していればわかるのですけれど

も、知らないというところが多いので、学校に運営をずっと任せていくのか、

それとも町としても特に大きくかかわっていくのか。 



  その点のところと同じところで、ここに学校応援団とはということで説明書

きがあるのですが、学校における学習活動、その後の安心・安全確保、環

境整備についてはわかるのですが、学習活動というのは、この間もちょっと

お聞きしたのですけれども、ＰＴＡの集まりがあって、若いお母さん方が下の

お子さん方を連れてきたときに、下の別の部屋でその子供たちをちょっと一

時そこで見ていただく。そういうふうなことを言っているのか、ちょっと頭に浮

かばないものですからお聞きするのですけれども。２点だけ。 

〇川口浩史委員長 小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 学校の関係で応援団について、いわゆ

る運営について町、いわゆる教育委員会のほうがどこまでかかわっていくの

か、学校主体かと。現在考えておりますのは、やはりいろいろ各学校によっ

て取り組み等も違いますし、そういった観点から、運営等の主体、あくまでも

やっぱり学校が主体であるというふうに考えておりまして、そこに、私どもと

いたしますと、どう手が差し伸べられるかというのでしょうか、応援ができる

かというふうな形が基本かなというふうに考えております。 

  一般の人の理解がというようなお話もございました。今までは、例えば募

集する等も、各学校からその学校区の区長さん等を通じて、いろんな応援

団の募集をしたりとかそういったことはやっております。ですので、そういっ

たことを中心にしながら、あとは使うとすればやっぱり広報とかそういうのを

使うしかないかなというふうには思うのですけれども、そういった内容等で周



知、そして募集等をお願いしているというふうなことでございます。 

  あと、学習活動につきましては、担当の副課長のほうから答弁させてい

ただきます。 

〇川口浩史委員長 池田副課長。 

〇池田智恵子教育委員会こども課学校教育担当副課長兼指導主事 それ

では、お願いいたします。 

  学校応援団における学習活動のお手伝いの件ですけれども、具体的に

申し上げますと、例えば朝自習なんかで子供たちに読み聞かせをしていた

だいたりですとか、あるいは朝自習の際の丸つけボランティアですとか、そう

いうことで応援を願いましたり、あるいはまた授業の中で、例えば総合的な

学習の授業の中で昔の遊びを知ろうなんていう項目があったりしますと、地

域のお年寄りの方に来ていただいて、そういう遊びを教えていただきました

りですとか、授業の中でも学校応援団の方たちにかかわっていただき、子供

の学習活動を助けていただいている場面というのはたくさんございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 長島委員。 

〇長島邦夫委員 地域と行政のかかわり方については、説明していただい

たことで理解させていただきました。よりよく学校応援団がこれから進んでい

くには、やっぱり学校の発信と地域の理解というのがより多く理解するという

ことが大切だと思いますので、よく趣意を見きわめながら、学校にお任せす



るのも結構ですけれども、足らないところについてはいろいろ指導というか

対応していただければというふうに思います。 

  それと、学習活動については、随分きめ細かくやっているのだなというふ

うに。通常、環境整備ぐらいとかそういうふうなことに思ってしまうのですが、

そこまで専門的にやっていただけるというのは非常にありがたいなというふ

うに思います。 

  答弁は了解しましたので、ありがとうございました。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  吉場委員。 

〇吉場道雄委員 今、学校応援団の問題で出ましたので、私もそこのところ

を続けてやらせてもらいます。基本的な方針というのは、各小学校の教育目

標、教育計画とその成果等を積極的に公開し、学校・家庭・地域が一体とな

った教育環境の充実を図りますということなのですけれども、ここに延べ人

数があるのですけれども、300人、また５年後は 400人、また 10年後は

500人ということなのですけれども、今年の平成 22年度の当初予算で中学

校２校にできたわけなのです。もうある程度成果が出ておりまして、５年後は

多分目標は達成していると思うのです。だけれども、今回、22年度の補正

予算で実現せずに、総振というのは23年からの10年間ということなのです

けれども、達成しているところを５年ぐらいの目標を立てているのだけれども、

どうしてここに立てているのか、ちょっとお聞きします。 



  では、ちょっとつけ加えますが、21年度の教育委員会の点検・評価です

か、この中に…… 

          〔「ページ数は」と言う人あり〕 

〇吉場道雄委員 違う、点検・評価だから、教育委員会でつくった。つくった

中で、菅谷小学校の学校応援団の人数が130名、七小が70名、志賀小が

100名、合計 300名ということで、２年前からこの数字が出ているのですけ

れども、あわせてお伺いします。 

〇川口浩史委員長 小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 人数なのですけれども、これは先ほど

も申し上げましたですけれども、毎年お願いするというようなことでございま

して、今委員さんのほうからお話がありました菅小 130人、七小 70人、志

賀小 100人というふうな数字がありまして、大体このぐらいの数字で推移を

しているかなというふうに考えております。中学校のほうもできて対応してき

たわけですけれども、菅中、玉中のほうの関係が今後というふうな形で入っ

ておりましたので、300人を載せさせていただいたということでご理解をいた

だければというふうに考えております。 

〇川口浩史委員長 吉場委員。 

〇吉場道雄委員 応援団には、読み聞かせだとかいろいろあるということを

聞きましたけれども、緑化ですか、これは七郷小学校だとか玉ノ岡中学校に

見た場合、敷地がかなり広いのですよ。やっぱり町の予算だと絶対できない



範囲なので、ある程度、学校応援団みたいな人が数多くここにいなくては絶

対やっていけない、いい環境はつくれないと思いますけれども、５年後、10

年後、100人ぐらいふやす考えはないのかどうか、お願いします。 

〇川口浩史委員長 小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 お答えをいたします。 

  人数の関係でふやすというふうなお話もあったのですけれども、人数を

目標としてはやはり 500人程度というふうな形でこちらとしては考えておる

のですけれども、ちょっと一例を申し上げさせていただければというふうに思

うのですけれども、先日、志賀小のほうで除草作業に地元の人が有志とい

う形で年数回、携わっていただいております。その方が、学校のほうでつくっ

ていただいた礼状のコピーを私のほうにいただきました。非常に心温まると

いうか、交流というか、そういうようなものがやはり大きな目的の１つであろう

かなというふうに考えておるところでございまして、人数をふやすというのも

１つ手はあるのかなというふうには思うのですけれども、先ほどもちょっと畠

山委員さんのほうでちょっと申し上げましたですけれども、中身を濃くしてい

くというのでしょうか、そういうようなことの取り組みもやはり考えていくという

か、必要というか、そういうものがこちらとしては考えていきたいと、こういう

ふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 吉場委員。 



〇吉場道雄委員 やはり子供たちは弱いものであるし、やっぱり地域で守ら

なくては大変であると思いますけれども、やはりさきに長島委員が言ったよ

うに、この学校応援団というのはどういうものだというのがまだ知られていな

い部分もあると思いますけれども、そういうところを周知の方法を考えながら、

学校と生徒、地域と一体となる政策でやっていけたらと思いますけれども、

よろしくお願いします。要望です。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  青柳委員。 

〇青柳賢治委員 87ページ、88ページ、それから次も続いていくのですけ

れども、なかなか夢がない、夢がないと言っていますけれども、私はこの部

分は本当に嵐山が夢を持っていける部分だと思っています。これから 10年

後、20年後にビル・ゲイツのような人が出たり、それから石川遼君というの

が出てくるというのは楽しみになっていくと思うのです。 

  そういう意味で、一般的な平均的な部分のところはよくわかるのですが、

では嵐山らしさとか、「嵐山っ子」とかというものが、要するに１年生に入った

ときから３年生、４年生の学力がある子供もいますね。そういうようなある程

度ずば抜けて優秀なような子が公立学校に入ってきた場合に、そういうよう

な対応というのは同じような対応が、やっぱり書かれている中ではとられて

いくのでしょうか。ということで、飛び級とか昔、言うので、私も義務教育の中

ではどういうふうな採用があるのかわかりませんけれども、いろいろな地方



分権とか、そういうことが進んできている中では、嵐山の中でもある程度で

きることもあるのかなと思って、そういうところにも夢を持っていくようなことも

必要なのではないかと思ったりするので、その辺についてはここにはうたわ

れていないのですけれども、どんなふうな扱いになってくるものかということ

が１点です。 

  それから、あと最後のほうで文化財の保存と活用になっていくのですけ

れども、92ページですか、この辺もどのような。公有地化ということが５年後

で 80％ですから、そこの辺まで進んでこないと、なかなか杉山城あたりを利

用したりとかという町の動きは難しいのでしょうけれども、この辺も本当に武

蔵武士の嵐山しか持っていないものがあるわけです。菅谷館があったり、そ

れから杉山城があったりすると、本当に中央あたりを真ん中にして、「国盗り

物語」というようなあるゲームソフトがありますけれども、そういうようなもの

を、ソフトではなくて、実際に自分の生身の体を動かして嵐山でやってみると

か、そういうような活用方法もあるかと思うのですけれども、どのような活用

が図られていくのかなということをお尋ねしたいのですが。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 池田副課長。 

〇池田智恵子教育委員会こども課学校教育担当副課長兼指導主事 ただ

いまの委員さんのご質問ですけれども、今学校でも非常に個に応じた指導

ということに力を入れてやっております。議員さんおっしゃるとおり、子供に



はいろいろおりまして、とかく下位の子供の力をアップさせるということに目

が行きがちですけれども、ただいまのお話にもありましたとおり、力のある子

供の力をさらに伸ばしていくということもこれからは重要なことではないかと

思っております。 

  そういう中で、学校でも指導方法の工夫ということを日夜研究していまし

て、例えば全部クラス同じ、１組は１組、２組は２組という形ではなく、教科に

よっては習熟度別クラスという方法で子供各自の力に合ったクラス分けをし

て、１つのクラスをさらにまた細かくクラス分けをした学習の場ですとか、そう

いうことも今研究をしているところでございます。また、これからも指導法の

工夫ということで研究をして、個に応じた指導を深めていきたいと思っており

ます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 植木副課長。 

〇植木 弘教育委員会生涯学習課生涯学習担当副課長 お答えいたしま

す。 

  史跡の活用ということでございますけれども、95ページの杉山城の公有

化というのをまず上げさせていただきました。これにつきましては、25年度

以降、現在では公有化に着手したいということで準備を進めております。そ

れと並行して平成 22年度には杉山城の保存活用検討委員会というのを立

ち上げまして、一方で公有化の準備、そして一方ではどのように活用ができ



るか、整備も含めまして活用についてのさまざまな課題について今検討を

始めたところでございます。 

  そして、菅谷館跡につきましては、現在県有地で埼玉県が管理をしてお

りますけれども、杉山城を含めまして比企城館跡群ということで、松山城、

小倉城とともに４城が指定になっておりまして、これらを含めた総合的な活

用ということで、連絡調整も密に会議等を行って連絡をしております。そうい

ったほかの城館跡群の史跡とも、あるいは他の自治体や県とも十分連携を

とりながら、どんな活用ができるかを十分検討していきたいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 青柳委員。 

〇青柳賢治委員 そうしますと、習熟度別にはやはり期待がかかると思い

ますし、私らも委員会で校長先生方のお話を聞いたときに、一人一人をスー

パースターに育てなくてはいけないのだという先生方への要請というのです

か、ご苦労というのは本当に大変なものだと思います。ですけれども、そこ

にやはり輝く子供たちがいるわけなので、そこに当て方によっては本当に個

性が豊かで伸び方が違ってくるのだと思うので、ぜひとも、その子その子の

やっぱり個性、特性があるわけなので、優秀な子には優秀な指導をしてあ

げたいし、そこまでいかない子もいたとすれば、それまで平均に追いつくよう

なまた指導も必要だと思うので、ぜひとも、平均化ということだけではなくて、



特に伸びる子供には光も当ててやってほしいなというふうに思います。 

  それと、あと文化財の関係も、今植木さんが答えていただいたように、比

企郡ということであれば、そういう形の広域の連携したようなことをやれるこ

とによって、杉山城なら杉山城に来ていただくことも大事なことだと思うので

すが、そういう形で１つの歴史の遺産を守り、そして広く全国的にも広めてい

っていただきたいなというふうに思います。 

  以上で終わります。 

〇川口浩史委員長 まだ質問者はいますね。 

          〔「あります」と言う人あり〕 

〇川口浩史委員長 審議の途中ですが、ここで休憩といたします。 

          休  憩 午前１１時５３分 

 

          再  開 午後 １時２９分 

〇川口浩史委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  第５の区分の審査を続行します。 

  それでは、質疑のある方どうぞ。 

  松本委員。 

〇松本美子委員 それでは、ページ数で 87ページになりますけれども、学

力、それから規律ある態度と体力というような達成目標がありますが、学力

についてはすばらしいかなというふうに、今後の 10年後を見据えてもよろし



いかなというふうに思いますが、その下の体力テストが県平均を上回ってい

るということですが、反対に下回っている部分についてどのようなものがあ

るのか、お尋ねします。 

  それと、次のページになるのですけれども、教職員さんの資質の向上と

いう部分に努めたいということですが、特別にこれはこの点を改善しなくて

はならないというようなものがもしあるようでしたらば、10年後の計画ですけ

れども、お尋ねをします。 

  それと、児童生徒の運動不足ということがその下に掲げてあります。そう

いった中で、かなり運動にも力を入れていると私は思っておりましたけれど

も、何か劣っている部分等があって、今後充実が図りたいというようなところ

が現時点で見受けられましたら、答弁していただければと思います。 

  それから、給食の関係になってくるのですけれども、４月以降は学校給

食の地元の農産物の活用というようなふうに入っておりまして、現時点でも

活用している部分もかなり多いのでしょうけれども、年間を通しますとどのく

らいの程度、何が不足して、どういったものが充実ができているのか、お尋

ねします。 

  それと、91ページになりますが、生涯学習の関係なのですけれども、自

主グループ数というものが現在は２グループあると、これから５年たとうが

10年たっても２グループぐらいだということなのですが、生涯学習講座から

の発展した自主グループ数というものが余りにも少なく、この辺の指導につ



きまして今後どんなふうに取り組んでいくのかお尋ねをし、現在どんなような

グループが２グループになっているのか、お尋ねをいたします。 

  あと、93ページですけれども、総合型の地域スポーツクラブ数というもの

が現在はゼロということですけれども、これから町でもその設立が課題とな

るということですけれども、どのようなものを総合的にやって、１団体というよ

うな形ですが、５年後にはどんなふうな展開を考えているのか、お尋ねしま

す。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 池田副課長。 

〇池田智恵子教育委員会こども課学校教育担当副課長兼指導主事 それ

では、まず私のほうからですけれども、３つの達成目標における県体力テス

トの県平均の件でございます。まず最初に、お話ししたいのは、埼玉県の場

合は、非常に全国の中でも体力については県平均が上位であるということ

を１つ最初にお話ししておきたいなと思っております。嵐山町をそこで見た場

合、下回るものということですけれども、小学校では投力ですとかあるいは

50 メートル走など、中学校では握力などもちょっと低いかなというところがご

ざいます。普段の体育の授業の中でも、これらのことに焦点を当てて、嵐山

町の体力向上推進委員会等でも対策を練って、今各学校ごとに一生懸命

取り組んでいるところでございます。 

  次に、88ページにございます教職員の資質の向上という点でございます



けれども、ここにも書いてあるとおりでございますが、嵐山町にも各種教員

の研修会、それから研究会もございます。これらを充実させ、いろいろな学

ぶ機会を設け、教職員の資質向上に今後も努めていきたいと思っておりま

す。 

  それから、３点目、運動不足の件ですけれども、運動不足、運動離れの

件でございますけれども、ただいまもお話ししましたが、まずは体育授業、そ

れから業前・業間運動、これは授業の前に縄跳びをしたりですとか、マラソ

ンもあります。これは学校全体で取り組んでいるものでございます。そういう

運動等をしたり、あるいはまた小学校ですと、縦割り遊びのようなものを通じ

て、同じ学年の子だけで遊ぶということだけではなく異学年で遊ぶことによっ

て、小さい子にも無理なく運動する機会をふやすとか、そういう工夫を行って

おります。その他、体育祭など体育的行事等の充実を図りながら子供の運

動不足、運動離れ解消を目指しております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 小林学校給食センター所長。 

〇小林秋男教育委員会こども課学校給食センター所長 それでは、地元農

産物の利用につきまして、私のほうから説明をさせていただきます。今現在、

地元産につきましては、いきいき野菜出荷組合、主としてこの組合のほうか

ら納入をしていただいております。平成 22年度、先月２月分までを集計して

ございますので、ちょっとお話ししたいと思います。主要農産物、ジャガイモ、



タマネギ、長ネギ等９品目につきましては、平成 22年度２月まで全体の

29.8％納入をしていただいております。昨年につきましても同じぐらいあり

まして、これであと３月の使用を入れますと、国、県のほうで指導しておりま

す 30％ぎりぎりにいくのではないかというふうに思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 金井中央公民館長。 

〇金井敏明教育委員会生涯学習課嵐山中央公民館兼（仮称）ふれあい交

流センター建設担当館長 それでは、私のほうは、91ページの生涯学習講

座から発展した自主グループ数の目標数値と、それからどのような団体が

あるのかというお話だったかと思うのですが、それにつきましてお答え申し

上げます。 

  まず、生涯学習講座といいましても、私、今公民館のほうでさせていただ

いておりますが、公民館に限らず、ほかの他の施設といたしましても、生涯

学習ということで自主的なサークル活動等をされている団体が多々あるかと

思いますが、公民館に関してのことでお話し申し上げれば、まず自主グルー

プにつきましては、講座を年に開催する中で、過去の例を見ますと、平成21

年度につきましては、健康ピアノ、童謡叙情歌を歌う会等、そういった講座

から２つの会が発生いたしました。今年度につきましては、20何講座かやる

うちの中で既に４つの講座から４つの団体が新たに発生しております。これ

に当たりましては、特にあくまで自主的ということでございますので、何ら事



務局のほうから支援をするとかという形ではございませんが、講座の受講

生の方から講師等の連絡先等を聞かれた場合には、そういったことでお話

しするとか、そういった助言等をする程度で、あくまで町民の皆様みずから

がこういうことでこの学習を続けたいということで発生したものでございます。 

  それで、年によっては、特に何人かの方が中心となってこの講座を進め

ていこうというお話があっても、なかなかまとまらず、発展には至らなかった

ということも聞いてございますので、あくまでここに年２グループというのは

目標で、このくらいずついけば５年で 10グループになるわけですが、そうい

ったことでの目標数値として設定をさせていただいております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 大塚生涯学習課長。 

〇大塚 晃教育委員会生涯学習課長 私のほうからは、総合型地域スポー

ツクラブ数ということでお答えさせていただきます。総合型地域スポーツクラ

ブといいますと、身近な地域でスポーツに親しむことができる新しいタイプの

スポーツクラブでありまして、子供から高齢者まで多世代にわたり、それか

らさまざまなスポーツを愛好する人たちが多種目にわたって、それから初心

者からまたトップレベルまで、それぞれの志向やレベルに合わせて参加する

多志向型といったような特徴を持った地域住民によって自主的に運営され

るスポーツクラブでございます。 

  目標の現状値がゼロ、それから目標値が５年後が１団体、10年後が１



団体という数値でありますけれども、嵐山町１万 9,000人の人口規模であ

りますと、５年後に１団体立ち上げられ、そしてまた 10年後、それが継続し

て発展できればいいかなということで設定させていただきました。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 松本委員。 

〇松本美子委員 すみません。再質問させていただきますけれども、体力

的には県平均がかなり上だというようなお話で、小中学校とも握力や 50 メ

ーター走等々しっかりと取り組んでいるというようなお話ですので、引き続き

よろしくお願いして、体力がなかったらやっぱり勉学にも励めないかなという

ふうな気持ちもしておりますので、引き続きお願いしたい。 

  それから、教職員の資質というところに少し私こだわっていますけれども、

各種の研修会とか研究会というものは充実させているということは承知して

いますけれども、特にどういうような、この内容をちょっと教えていただきた

かったのですが。この文章どおりでしたら文章どおりでわかっていますから、

この内容をすみません。 

  それと、児童生徒のことは、先ほどの体力にもかかわってくるということ

で、マラソンや縄跳びとかそういうようなもので、これ以外にもほかにもこれ

からは進めていきたいような内容的な事業があるのか、お尋ねをさせてい

ただきます。 

  その次の地元産の農産物の関係で、学校給食のほうへということで、ジ



ャガイモやタマネギというものは前からずっとでしたけれども、新しい品目に

ついては、なかなか出てこないということでしょうか。それとも、いきいき野菜

の組合等では、そのほかには指導というか、納めるような物がまだできてい

ないということなのでこの３点の品目にかかわりがあって、ほかの物はなか

なか難しいということで理解してよろしいでしょうか。 

  その後ですけれども、自主グループ数の 91ページなのですけれども、

私の見方が少し違っていたのだと答弁の中でわかりましたけれども、最終

的には４つなり６つなりとふえていきたいというような数の掲載だったという

ようなお話のようでしたけれども、あくまでもこれは支援はないということで、

自主的にそれぞれの方たちが頑張ってやっていくのだということですけれど

も、例えば助言というようなお話も今ありましたが、それは具体的にはお話

をしてみないとわからないという部分もあるかわからないのですが、今で考

えられるようなことがもしありましたら、お願いします。 

〇川口浩史委員長 池田副課長。 

〇池田智恵子教育委員会こども課学校教育担当副課長兼指導主事 それ

では、私のほうから教員資質の向上ということに関しての研修会ですとか研

究会等の充実ということなのですけれども、まず教員の資質という点からで

すと、ちょっと今ここでこういうのが資質だとは一言では言えない部分がたく

さんあると思います。やはり教職員の人間性ですとか、そういうものをいろい

ろ高めるためにいろいろな研修会や研究会を充実させ、勉強する機会をふ



やしていきたいとは思っております。 

  具体的な話になりますと、研修会ですと、主にやはり夏に教育委員会主

催の研修会を教員対象に開いております。その内容は、人権的な学習であ

ったり、あるいはそのときそのときのニーズに合わせたものをいろいろ教育

委員会側も提示できるようにしております。例を挙げますと、例えば今年な

どは発達障害、こういうものに関しての研修会を開いております。このように、

そのときそのときのやはりニーズに合わせた研修会を教育委員会のほうで

やっていくことが大事だなというふうに思っています。 

  それから、運動不足、運動離れの件ですけれども、今ここに書いてある

体育授業、業前・業間運動、体育的行事、ほかにあるのかというご質問でし

たけれども、やはり学校の限られた時間の中でございますので、やはりここ

に書いてあるこれらのことをさらに充実させていくことにより、子供の運動不

足、運動離れを阻止したいと思っております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 小林学校給食センター所長。 

〇小林秋男教育委員会こども課学校給食センター所長 地元産野菜につき

ましては、いきいき野菜出荷組合の作付計画に基づきまして発注をしており

まして、８品目につきましては、毎年同じように計画が出されておりまして、

昨年から新しくノラボウ菜が追加になりました。何か新しい物が生産される

ようであれば、どんどん使っていきたいというふうに考えております。 



  以上です。 

〇川口浩史委員長 金井中央公民官長。 

〇金井敏明教育委員会生涯学習課嵐山中央公民館兼（仮称）ふれあい交

流センター建設担当館長 先ほど自主グループの関係で助言という言葉で

申し上げさせていただきましたが、具体的には、先ほど申し上げましたよう

に、あくまで自主的に皆様方がこれからこの活動をしていきたいということに

当たって、幾つか問い合わせがあった中での答えられる範囲での助言とい

うことでございますが、それにつきましては、まず具体的には講師の連絡先

ですとか、公民館講座で行ったときに実際公民館ではどのくらい講師の方

に謝金をお支払いしているとか、そういったことを聞かれたりされることがあ

りましたもので、そういった面でのまたお話とか、あとは幾らか頼まれた時の

簡単な資料作成とか、そういったことでのお手伝いというのですか、そういっ

たことで方向、やり方、開催だとか、それにつきましては、こちらは特にどう

いうふうにしてくださいとかいうことはなく、あくまで皆様方のやりやすいよう

な方法での日にち、開催とかで先生と独自で話をしていただいて進めてい

ただいているということが実情でございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 松本委員。 

〇松本美子委員 すみません、私聞き方が悪かったのかもしれないのです

けれども、ちょっと答弁等が食い違ってきたかなというふうに思っていますの



で。食の重要性というところなのですけれども、いきいき野菜組合から納入

されているということは承知していますけれども、現時点ではどのくらいの方

が実際的に納入しているのかということがちょっとお聞きしたかったのです

けれども。すみませんが、１点のみお願いします。 

〇川口浩史委員長 小林学校給食センター所長。 

〇小林秋男教育委員会こども課学校給食センター所長 今現在は、亡くな

った方もおりまして、若干人数が減りまして、たしか７名だったと思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  柳委員。 

〇柳 勝次委員 79ページ、80ページなのですけれども、いろんな子育て

の支援をこれから５年、10年かけてやっていくということで、若い人たちとい

うか、子育てをしていくには随分よくなるのかなというふうにこれを見て感じ

たのですけれども、その中で、特に 80ページにあります、先ほども質問出

ていましたけれども、例えば地域子育て支援センターだとか、あるいは既存

の施設を使った児童館機能を整備するとか、あるいはつどいの広場、こうい

ったいろんな施策があるのですけれども、それぞれの施設を、既存を使った

り、これは空き教室ですか、そういったものを使うのだと思うのですけれども、

今言った３つの施策の中で建物がダブるということがないのかどうか。特に

つどいの広場については、先ほど公共施設だとか、空き店舗だとか、空き民



家だとか、そういったものを使って行われるというようなことなのですけれど

も、例えばつどいの広場は何カ所ぐらいつくる計画があるのかどうか、お聞

きいたします。 

  それから、次の 81ページに、この目指す指標の中に一時預かり事業、

年間利用数が 10年後はこれ減っているのですけれども、子供の減少を見

た中での数字でこういうふうに減ったのかどうか、お聞きいたします。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 前田副課長。 

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 お答えします。 

  いろんな子育て施策を実施するわけですけれども、それにつきましては

既存の施設を活用していくということで、施設がダブることはないかというこ

とでございますけれども、子育て支援拠点につきましては、現在若草保育園

さんと、もう一カ所、中学校区に１カ所ということで、施設は検討中でござい

ます。 

  また、つどいの広場につきましては、先ほど課長からもお話がありました

けれども、おもちゃ図書館であるとか、児童館であるとか、そういったところ

を活用していくということでございまして、施設をタブってというよりは、子育

て支援の内容につきましては、いろんなところで同じような活動をやっていく

ことはあると思いますけれども、施設がダブることはないというふうに考えて

おります。 



  また、一時預かりでございますけれども、これにつきましては、次世代育

成支援行動計画のニーズ調査によりまして、整合性をとってその数字を決

めさせていただいております。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 柳委員。 

〇柳 勝次委員 つどいの広場のところの具体的な数字というのは、例えば

５カ所ぐらい計画しているとか、10 カ所ぐらい計画しているとか、そういった

ものが、これからの話だと思うのですけれども、あれば教えていただきたい。 

  きのうもちょっと話が出ていたのですけれども、この児童館というのは、

既存施設ということでなごみの施設が問題になっていましたけれども、そう

いったところも利用するのかどうかということをお聞きしておきます。 

  それと、先ほどの一時預かりの整合性を持たせるためというのは、しか

らば何とか計画に整合性を立てた目標は何か理由があるのだと思うのです

けども。いずれにしても、普通目標だとふえていくのが当然だと思うのです

けれども、減らしたという何か理由があるのだと思うのですけれども、整合

性だけではちょっと理解ができないのですけれども。しかも、５年後はふえて

いるわけです。それがなぜ減っていったのか。先ほど言ったように、子供た

ちが減少していく中でこういう数字を立てたのかどうか、お聞きいたします。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 前田副課長。 



〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 お答えいたします。 

  つどいの広場の数でございますけれども、79ページにありますように、

目標値といたしましては、５年後には１カ所、10 年後にも１カ所ということで、

とりあえず１カ所を目途に設置を考えております。 

  それと、一時預かりの数字の減でございますけれども、ちょっと説明が足

りませんで申しわけございません。次世代育成行動計画の中で、ニーズ調

査と子供の数等を 10年間推計いたしまして、その数に基づきまして日数等

を、目標数値を決定してございます。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  清水委員。 

〇清水正之委員 幾つかお聞きをしておきたいというふうに思うのですけれ

ども。今、松本さんの回答でちょっと気になったのですが、それはまた後で

言いますけれども。先生の前で教育の話をするのもどうかなとは思うのです

が、学校教育あるいは幼稚園教育そのものがやっぱり人間形成をどうつくっ

ていくかということなのかなというふうに思うのです。そのための条件整備を

自治体がどうしていくかというのが教育行政なのだろうなというふうに思うの

です。だから、ここは余り夢のある話ではないのではないかというふうには

感じていたのです。特に幼稚園の場合は、それこそ賢い子というか、いい子

ではなくて、賢い、人の痛みがわかるようなそういう教育ができればいいな



あというふうに思いますし、特に義務教育の場合は、やっぱり行き届いた教

育という点での、私、何でこの10年計画の中で30人学級が載ってこなかっ

たのかなという思いで見ていたのですけれども、そういう面では、やっぱり落

ちこぼれをつくらない、行き届いた教育をどう嵐山町の中で進めていくかと

いう面では、一般質問の中にもありましたけれども、30人学級を条例化して

確立していくということであれば、人数の心配も、児童の心配も要らなくなっ

てくるわけだし、そういうものがこの 10年計画の中でどうして入らなかった

のかなという思いでいます。その辺のことについてひとつお聞きをしておき

たいというふうに思います。 

  それから、先ほどの教員の資質の問題で、人間性を高める研修をする。

ちょっとどうかなというふうに思ったのです。先ほど課長さんが、志賀小の子

供たちが、それこそ午前中の話ではないですけれども、学校応援団の人た

ちにという形で、課長、先ほど読まなかったので、私、きょう自分の分だけは

持っています。子供たちが 20人の人に、これは学校の除草作業ボランティ

アの皆さんへというふうに、多分１年生から６年生までの代表者が書いてく

れたのかなというふうには思うのですけれども。ちょうど私がもらったのは、

４年生のシムラコウスケ君という人です。せっかくですから、ちょっと読んで

みたいと思うのですけれども。「いつも寒い中、草を取ったりしてくれてありが

とうございます。僕は本当に感謝しています。これからもよろしくお願いしま

す。ありがとうございました」という文章的には非常に短い文章ではあるので



すけれども、先ほど課長が心温まるという話をしていましたけれども、そうい

う教育が嵐山町の中ではできているわけですから、私は人間性を高めてと

いうのはちょっと表現がどうかなというふうに思っているのです。そこはやっ

ぱり教育委員会自身が、各学校でそういう教育が進んでいるだというやっぱ

り自信を持ってほしいなというふうには思うのです。 

  そういう面での人間性ではなくて、やはり研修そのものの内容が個人の

先生の資質を問う、高めるような教育ではなくて、それから資質ではなくて

知識を高めるような研修になってほしいなというふうに感じました。何かあっ

たらお聞かせ願いたいというふうに思います。 

  それから、今ちょっと何回かの質問の中で、これ福祉のところでもちょっ

と気になってはいたのですが、10年計画の中で、これから後期高齢者も制

度改正が行われるし、保育所の制度改正も今行われようとまさにしています。

そういう面では、ここに保育所のサービスの充実というふうに言われている

のですけれども、今度は保育所そのものが、措置からある面だと個人が希

望して選び、ある面だと個人離れというか、行政は保育所に対しては入れる

かどうかの資格だけを審査するというふうになってくるのだと思うのです。そ

ういう制度改正が、後期高齢者なんかも含めて今まさに行われようとしてい

る段階の中で、その改正があった時点でこれを嵐山町として見直していく考

え方があるのかどうか。その辺も含めてちょっとお聞かせ願いたいというふ

うに思います。 



〇川口浩史委員長 加藤教育長。 

〇加藤信幸教育長 清水委員さん、３つ全部私のほうでお答えいたします。 

  １点目の 30人学級、行き届いた教育ということで、この計画の中に入れ

ていただきたいという趣旨のお話がありました。一般質問の中で、嵐山町の

子供については、１、２年生は１学級が平均 25人、３年生から６年生まで１

学級平均26.3人、既に30人学級で、実は推計で全部出してみたのです、

これからの。そうすると、どんどん今の状況が続くというふうなことがありまし

て、国も去年の概算要求では、35人学級が一段落ついたら、小学校１、２

年生から30人学級ということを出しています。これも先行き不透明ですけれ

ども、一応評価はしているのです。嵐山町に直結して数値目標を立てるまで

いかなかったので、ここは様子見ということで国の計画とあわせてということ

で載せませんでした。 

  ２点目の教員の人間性を高めるというのは、池田指導主事、議員の皆様

の前で緊張してしまって言えなかった分もあろうかと思うのですけれども。教

員の資質というのはいろんな見方がありまして、ただし今求められている資

質というのは、まず１つは教科の指導力だ。このように教科の内容が高度化

してくる、多様化してくる、情報化してくる、国際化してくる内容にきちんと正

対しなくてはいけないという要するに教科の指導力。２つ目は、心の問題に

関係するのですけれども、生徒指導力。多様な子供にどう対応していくかと

いう生徒指導力。３点目は、そのためにやっぱり児童生徒理解。教員が一



人一人の子供についてまず理解をする、そういう力。それから、流行の部分

では、いろいろな保護者への対応力だとか、いろいろあると思うのです。そ

のために、教育委員会でも教育相談の研修をしたりとか、発達障害の研修

をしたりとか、いろんな研修をしてまいりました。それらの結果が、要は最終

的に子供の成長にはね返る資質の向上でなければいけないというのは原

点だと思うのです。それから、不易の資質と今後求められるであろう流行の

資質を踏まえながら研修体系を常に見直していきたいと、こう考えておりま

す。ありがたいご指摘でした。 

  それから、３点目の保育ですけれども、これは教育委員会の職務権限で

福祉の部分は外れますけれども、幼稚園との関係がございますので、考え

方についてお話。川口委員さんから、国が今子ども・子育て新システムとい

う中で、幼保一体化というこども園の話の中で、保育園の存在について、あ

るいは応能負担から応益負担について、いろんなお話がありました。かつて

私が教育長になったときに一般質問で柳議員さんから６年前に聞かれたの

は、嵐山町の幼保一元化をどうするのですかと。今は、一元化ではなくて一

体化。こういう流れの中で、平成 18年に認定こども園制度をつくったのです。

しかしながら、全国でも 532 しかない、遅々として進まず、箱物はつくったけ

れども、その中では幼稚園と保育所が併存しているという形だけであると。

そういう見直しで新しい子育てビジョンがつくられて、そして基本制度要綱、

子ども・子育て新システムの中で要綱をつくって、その目的というのは、日本



の子供、どこでもひとしく底育教育が受けられると。それから、共働き、そう

いう制度が確立されるとか、社会全体で子供たちを育てるのだという、総論

は賛成でも各論になると極めて厳しい意見が出ていると。特に、今国ではワ

ーキングチームをつくっていろいろ議論しているのです。要するにこども園を

つくると、今度は。幼稚園、保育所を一体化してやるのだと。財源もその中

で一体給付するのだと。そこまではまあまあかと。だけれども、特に保育所

側、幼稚園側からいろんな反応が出ているのです。今清水委員さんからお

話あったように、自分で保育所を選ばなければいけない。保育所は選考す

るのだと、それは園任せになってしまったらどうするのですか。それから、応

益負担になると、ある一定のサービスを受けるためには、上乗せ徴収という

か、どんどん保育のニーズが高まれば、利用したければするほど応益負担

というか、費用がかかる。そのことがかえって利用抑制につながるのではな

いかとか、それから幼保一体化と言うけれども、これまで保育所が果たして

きた保育の役割というのは大きいのではないのと。今度の新しいシステムで

は、３歳以上と３歳未満を分けたシステムでいくと。これについていかがなも

のかとか、それから入りたくても入れない、選考になかなか応じてくれない場

合にはきちんと市町村が責任を持って応諾義務を課しなさいとかいろいろな。

一体化になると、保育と教育が一緒になるわけですから、そうするとやっぱ

り給食調理室のこの設備はどうなるのだろうと、教育に必要な運動場の整

備はできるのだろうかとか、いろんな問題があります。 



  長くなって申しわけありませんけれども、実はこのことが国の方向が定ま

れば、今の 10年間の子育て支援のこの立てさせたものも、どこかで修正し

ながら行く必要も出てくるのだろうと思うのです。こども園、幼保一体化につ

いては、何はともあれ、安定した恒久的な財源保障というのが本当に国に

おいてあるのかどうかというのがこれは大前提だと思うのです。 

  そんなことを踏まえながら、国から、県からも担当者が呼ばれての説明と

いうのは、まだ３月の末という状況です。この行く末をよく見ながら、やっぱり

一人一人の子供たちが必要な教育、保育を受けられる体制というのは、町

としても国の動きも見ながら瞬時に対応していきたいなと、こう考えておりま

すので、長くなりましたが、これについても今後ご指導いただきたいと考えて

おります。 

〇川口浩史委員長 清水委員。 

〇清水正之委員 30人学級の話なのですけれども、将来推計もして、嵐山

町は 25～６人になるということなのですけれども、これは中学でもそういう

形になるのでしょうか。 

  そういう面では、条例化してある部分としてない部分とでは、やっぱりき

ちんと条例化することによって嵐山町の 30人学級というものが定着をしてく

るわけで、ある面だと将来推計の中で 30人以下学級になるという状況はあ

るにしても、やはりそういう条例化というものは私は必要ではないかなという

ふうに思っているのですが、いかがでしょう。 



〇川口浩史委員長 加藤教育長。 

〇加藤信幸教育長 市町村独自でそういう学級編制を条例化して決めてい

くというのは、大変ありがたい話なのですが、やっぱり義務教育ですので、

教員の給与ということになると、これは国が、今地方分権の流れで２分の１

の国庫負担が、国が３分の１、県が３分の２になりましたけれども、学級数

がふえればふえるほど教員の人件費がかかると。これについては、義務教

育ですので、やっぱり国はきちんと責任を持って 35人なり 30人学級をして

いただきたいと。そのしわ寄せを市町村、自治体の年収に甘えるようではい

けないと思うわけです。そういう意味でも、教育長会でも国へ早期の少人数

学級。少人数学級というのは、何人が妥当かといういろいろ議論もあります

けれども、やっぱりこのままではいけないだろうと。やっぱり国もきちっと担

保してくれということで、それは頑張りたいと思います。 

〇川口浩史委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 83ページ、84ページになるのですけれども、幼稚園の

１つは施設の問題、１つは３歳児の問題です。以前から言っていますけれど

も、３歳児の扱いがとても難しいというふうに思っていて、それでこの 10年

の中でもやはりずっと２年保育でいくという形は変わってないのです。そこの

問題ですけれども、町長は、３歳児は、今のところ家にいる在宅の３歳児は

44人しかいないので、そのために特別なことをすることはないというふうに

言って、そしてつどいの広場とか、そういうふうな形になってきているのです



けれども、３歳児というのは、ゼロ、１、２とはちょっと違う。具体的には３歳

から４歳児です。それについての考え方をこの幼児教育の中で入っていけ

ないのです。私は、３歳というのは、明らかにゼロ、１、２と違う、そういうふう

に思っています。そして、やっぱり何らかの形で週に２回か３回でも集団保

育が必要な人たちであろうというふうに感じています。その点、どのように考

えていくのか。 

  それともう一つ、幼稚園の施設自体がとてもいい施設なので、そしてそこ

の中で、文教厚生委員会でもその講堂とか見ていたら、本当にもったいない

なという、あれを使いたいなというふうな感じがとても強くあって、それをここ

の中ではとりあえず書いてあるのですけれども、園庭や講堂・会議室などの

開放というふうな形になっているのですけれども、これを何とかもっと広げて

いくというのは、どのような形でしていくのか。特に嵐山町で、例えば前は通

学合宿なんかもありました。あの施設はかわいいです。よそから来た人を連

れてそこに行くと、かわいいなあというふうなイメージがあって、そして講堂

なんかも本当にいいなあというふうな雰囲気があって、子供たちがお泊まり

合宿みたいな形ができるような施設になっていけばいいかなというふうに思

うのですけれども、ここの部分では、そのような 10年間の中ですから、展開

はどのようにしていくのか、伺いたいと思います。 

〇川口浩史委員長 奥田幼稚園長。 

〇奥田定男教育委員会こども課嵐山幼稚園園長 お答えします。 



  まず、３年保育の件でございますが、現在嵐山幼稚園では、２年保育２ク

ラス、年長さん、年少さん、２クラスずつになっています。園児が減少してく

れば、キャパシティーの問題で３歳保育も可能になるかそれはわかりません

が、現時点ではちょっと無理かなというのは一つ思っております。 

  それともう一つは、今教育長さんおっしゃいました、子ども・子育て新シス

テムの関係で、とりあえず幼稚園は、今の案ですと残る可能性が大きいの

ですが、その場合にも、希望する３歳以上のすべての子供に教育を保障す

るという、今度の新システム、コンセプトがありますので、それが正式に法制

化された場合に、幼稚園の制度がどうなるかというのは、それにも大きくか

かわってくると思います。したがって、そちらのほうの推移も見なければなら

ないのかなというふうに思っております。 

  ２点目の幼稚園の施設を利用しての宿泊等のご提言でございますけれ

ども、子供たちに豊かな体験を経験をさせるということはとても重要なことで、

国や県の施策としても進められているところでございますが、幼稚園児以外

の子供、小学生等を含めてということになりますと、またすぐにどういう形が

いいのか、果たしてどこが所管してどのような効果があるのかということなど

についても研究しなければいけないのかなというふうに思っております。幼

稚園の施設を使っていただくことについては、大変恵まれた環境にございま

すので、大いに進めていただければというふうに私個人的には思っておりま

す。 



  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 これは町長のほうのお考えを聞きたいと思うのですけ

れども、私は３歳児というのは、やっぱり大切だと思っているのです。そこの

ところが、つどいの広場事業とか、そういうのとちょっと違うだろうというふう

に思っています。 

  そこで、何らかの形で、例えばもうほかに場所がないのだったらば、嵐山

町立幼稚園の園庭で週に１日とか２日とか、あるいは別の場所で１日とか２

日とかというふうな形でやっていって、そこのところを何とかしてあげていか

ないと、これはやっていけないだろうなというのをすごく思っているのです。３

歳児というのは、やっぱり違うのです。ゼロから２歳児の人と違って、多分ど

こかに連れていかなくてはいけないというのは、３歳児ぐらいの人をどうした

らいいかというので親が困っているというふうな部分なのを、そこの部分がこ

の幼児教育の充実とか、保育サービスの充実の部分にないのです。保育園

に入っていない。今でも、多分これからも、この 10年間でも、保育園を選ば

ないで幼稚園を選ぶ人というのは結構いると思うのです。ですけれども、３

年間の新指導要領が変わってくると、また別になると思うのですけれども、

そこの部分はここには全然入ってきていないのです。これはとても大切なこ

とで、そこの部分は、つどいの広場事業とか、そういった一時預かり事業と

かでは違う、嵐山町独自のこの幼児教育の考え方をつくっていかなくてはい



けないと思うのですが、その部分について、私はちょっと町長の考え方がそ

この部分が欠けているのではないかなというふうに前から思っていまして、

その点について伺いたいと思います。 

  それと、もう一つなのですけれども、もともと私自身がこども園というのは

とても大切だなというふうに思っていたのです。一番最初の千代田区のいず

みこども園も見に行きました。その中で感じることは、いろいろな今までの既

存の問題があるとしても、子供は子供だというふうな感覚で、教育する側と

保育する側、施設の経営者は異なってそれぞれの考えがあったとしても、子

供は子供の集団の場というのか、お友達の場が必要なので、そこの場をつ

くってあげるというのは、嵐山町としてはこれから少子化の中で必要なことだ

というふうに考えていますので、その認識がかなり違うのかなというふうに思

って、そのことについて伺いたい。もし可能であるならば、教室が足りないと

しても、３歳児から５歳児までの縦割りの教室というのはできるわけですね。

縦割りの教室をしてはいけないというふうにどこにも書いてないと思います。

だから、縦割りの教室も使用できるということをひとつ考えていただきたいと

思います。 

  それと、もう一つなのですけれども、町立幼稚園の園舎なのですけれど

も、これはここに書いてあるように、延長保育、園庭、講堂・会議室などの会

合に対しての幼児期の教育に関する相談体制というのは、幼稚園のほうで

考えられることですね。それはそうではなくて、もっと別な部分で、１つ体制と



して考えるチームが必要なのかなというふうに思うのですけれども。例えば、

今度の南部地区ふれあい交流センターになるのですか、調理室は子供仕

様ですよね。だから、大人が使うと非常に使いにくいというのは確かにあっ

て、子供が使える調理室なので、そこを借りながら講堂のほうを使って宿泊

をしたり、そういうふうなものが多分できると思うので、それは重要な施策に

なると思いますので、それについての一つの考え方を出す必要があると思

うのですが、幼稚園とは違う部門で考えていくべきだと思うのですけれども、

その点について伺いたいと思います。 

〇川口浩史委員長 加藤教育長。 

〇加藤信幸教育長 渋谷委員さん質問、こども園の話、それは私のほうで。

渋谷さんおっしゃるように、今度の子ども・子育て新システムも、待機児童の

解消というのが大前提で議論が出てきて、要綱が出てきた。おっしゃるよう

に、その施設がどうであれ、３歳児であろうが、上であろうが、保育であろう

が、教育であろうが、子供は子供なのです。それは同じ場を使用するという

ことは大事なことです。 

  ただ、今度のいろんな制度の中で、決まったわけではないですけれども、

それを実現していくためのいろんなシステム、場の確保、要するに二重行政、

二重財政支出の中でいろんなものが出てきますでしょう。要するに調理室が

要るのか要らないかとか、運動場がこれは教育の場でこれだけ必要だとか、

それから今度の場合は応能負担から応益負担になる保護者の負担だとか、



そういう面のほうが逆に今問題になっているのであって、おっしゃるように、

子供に保育園、幼稚園、それは何ら差はないわけですから、こども園という

ものに対しては、そんなに総論は反対の人はいないと思います。各論で、国

の制度がどうなるかわかりませんので、嵐山バージョンで制度がもし決まれ

ば、渋谷さんおっしゃったように、どういう形で町のそうした中で子供を保育、

教育をするかというのは、当然どこかの時点で考えていく必要があるのかな

と。 

  そういう意味では、今回立てさせてもらった子育て支援についての 10年

の計画は、やっぱり毎年見直していく必要があるだろうということで申し上げ

させたのです。趣旨はよくわかります。 

〇川口浩史委員長 岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 渋谷さんのお考えというのをいつもお聞きをしているわけ

ですけれども、大変すばらしいのかなというふうに思うのですが、私とちょっ

と違う部分もあるのです。それで、今度のこの計画の中でも、保育について、

そして幼児教育についてということで計画を策定をしてきているわけです。

それで、きのうも、おとといも、計画、一般質問でもありましたけれども、一緒

にという考え方が一つにあるわけです。ですから、これはいろいろ時代が変

遷をしていく中で変わっていかなければならない部分というのはあると思う

のです。だけれども、不易流行という言葉がありますけれども、変わるべき

部分と、やっぱりきちんとこれは両足をしっかり持ってそのまま行くべきだと



いう部分とあって、それをどこでどう調整をしていくかというのが人間の知恵

だと思うのです。 

  その中で、３歳児はという話ですけれども、３歳児というの、専門家では

ないのでちょっとわからないのですが、ゼロ歳児からというイイムラさんのあ

れではないですけれども、重要だという話もありますけれども、３歳は３歳で

自我がだんだん出てくる中ですから、いろんな幼児心理学の中では、そうい

う部分というのはあるのかもしれないのですけれども、今までやってきた嵐

山町のやり方の中を、今国の中でどうしたらいい、こうしたらいいとやってる

最中に、嵐山がここのところであえて急に動かす必要はないという基本的な

考え方を私は持っていますので、ですから特別この計画の中に今までと違

った形のものを組み入れていく必要はないというふうに、以前お答えをした

とおりの考え方で、それで審議会の中でもそういう形でここのところまで進め

てきていただいているわけです。そういうふうに基本的には思っています。 

〇川口浩史委員長 大塚生涯学習課長。 

〇大塚 晃教育委員会生涯学習課長 先ほど渋谷委員さんのほうから嵐

山幼稚園の講堂や会議室、園庭などを使った通学合宿というふうなお話あ

りました。通学合宿ということなので、私のほうからちょっとお答えさせていた

だきます。以前、通学合宿というふうなことを実施していたのですけれども、

現在はやってない状況にあります。幼稚園生、それから小学生を含めたそう

いった活動も大変重要であるなと考えますので、これからまたそういった面



も含めまして研究させていただければと思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 何度も言うようなのですけれども、私が言っているのは、

３歳児に関して、３歳児の一つの集団の遊びの場が必要なので、それは広

場事業とか、そういったものとは違うものを週に１回か２回やってみたらどう

ですかということを言っているのであって、嵐山町が特別な事業をやってい

るわけではない。どこの市町村だって、こんなのは昔からやっています。嵐

山町がやっていないだけなのです。それを言っていて、嵐山町は町立幼稚

園の３歳児保育がないですから、そのことを求める人たちは町外に行ってい

ますね、幼稚園は。それでも町立幼稚園にという、要するに教育費が安いと

ころでしようがないというふうな方たちが町立幼稚園に２年保育から行くとい

う状況があるわけで、それでもなおかつ３歳児の保育というのは必要だとい

うのは、私でさえ３年保育の幼稚園に入っているのですから、そのぐらいの

３歳児保育というのも当たり前のことなのですよ。それが嵐山町で行われて

なくて、そこの部分だけがあっちに行ったりこっちに行ったりして、お母さんた

ちが困っている状況というのは、私はどうして町長にそれが見えないのだろ

うというふうに思うのです。そこの部分をここの中に入れてみてはどうですか

というふうな形で。少なくとも10年計画なので、これから10年計画を見直す

となると、そこの部分は入ってくるかもしれないし、町立幼稚園に関しても、



それがそういうふうな形になっていくかもしれないのだけれども、そこの部分

はもう一度、毎年毎年繰り返して見直すそうですから、そこの部分は私はき

ちんと見直してほしいなと思うのです。やっぱり３歳児というのはちょっと違

いますよ、やっぱり。当たり前のことなのだけれども、何でこれが感覚として

通じないだろうというふうな感じでわかりません、逆に言えば。 

          〔「失礼です」と言う人あり〕 

〇渋谷登美子委員 それともう一つ。失礼ではないです、これは当たり前の

ことです。 

          〔「失礼な発言はするな」と言う人あり〕 

〇渋谷登美子委員 それと、もう一つですけれども、言っているのは、幼稚

園で通学合宿をするとかそういうことではなくて、幼稚園の講堂や、それか

らその隣に調理室などもあるので、ふれあい交流センターになるわけですけ

れども、そういったことを一体にした考え方を町のほうでつくっていったほう

がいいのではないかということで、延長保育、園庭、講堂・会議室などの開

放というのは、幼稚園のほうの側で行うことなのだけれども、さらにもう一歩

進んだ考え方としての一つの展開をするグループが必要なのではないかな

というふうな形で、通学合宿ということに限定しているわけではないので、そ

このところの考え方を伺います。 

〇川口浩史委員長 岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 その宿泊という話ですけれども、いろんな教育はあってい



いと思います、やり方は。ですから、それを一々きのうからずっと言っていま

すように、町が何を決めてレールを敷いた中でという必要はないと思うので

す。ですから、そこの幼稚園は幼稚園の考え方で、父兄のあれとそういう幼

稚園の考え方なり、あるいは保育園、保育を頼んでいるところの保育園の

ほうではお泊まりもやるわけですし。ただ、幼稚園のほうではそういうことは

やっていないというだけであって、保育と教育と違う。それで、３年保育という

のは、嵐山町ではまだやらないのだと。保育園のほうに、もしそういう形で保

育が足りない形で欠けた形であれば、保育園のほうを使っていただく。教育

は、２年間の幼児教育でやっていく基本的な考え方で来ているわけです。そ

れは、ですから３歳児がどうだということもあるかもしれないけれども、それ

はそういうところを教育で選んでいただいて、それで嵐山町には嵐山町で昔

から公立と私立の幼稚園の問題のときから、両方が共存ができるような形と

いうようなものを取り入れて、それで今はその問題というのは、保育園と幼

稚園なのです。そこのところで、どんどん子供の人数が減ってくる中で、公

立がどんどん人数、どんどんというのはちょっとあれですけれども、人数を

違った形で、公立は公立の考え方で進めるというのはどうなのかということ

も含めて、幼稚園、保育園という考え方をとって、これが嵐山町でとってきた

原則でございますので、今ここのところで変えていく考え方は、重ねて申しま

すけれども、ありませんということです。 

〇渋谷登美子委員 ちょっといいですか、全然答弁が違うのです、言ってい



ることと。全く違うことをお話しされていて。ちょっとこれはひど過ぎるわ、言っ

ていることが、通じないものね。 

〇川口浩史委員長 もう一回。渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 私が言っているのは、幼稚園に３歳児保育をつくるとい

うことも一つなのだけれども、３歳児のための集団な場をつくっていくというこ

とが必要でしょうと言っていて、それはつどいの広場事業でも何でもないでし

ょうということを１つ言っているのと、もう一点、通学合宿や何かとは違って、

幼稚園の講堂とか、そういったことを使った生涯学習なり何なりですけれど

も、そういったことを考える場が必要で、検討する場をつくったほうがいいの

ではないですかと言っているのであって、別に幼稚園の合宿をしたほうがい

いとか、そんなことを言っているわけではない。そこのところが全然答弁が

違います。 

〇川口浩史委員長 岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 ちょっとずれているかもしれないのですけれども、公を先

導でやるという考えはありませんということが原則なのです。きのうからそれ

を何度も言っていると思うのです。公から仕掛けていくということでなくいきた

いと。ですから、いろんな形で、民間の父兄の地域の人たちの考え方を持っ

て、地域経営という原則のもとに乗ってやっていきましょう。それは、ですか

ら幼児教育に限ったことではないわけでありますが、そういう方向で考えて

いきたい。 



〇渋谷登美子委員 施設のことは。ごめんなさい。何回も言っているのだけ

れども、幼稚園の施設をどう使うかということです。 

〇川口浩史委員長 はい。 

〇岩澤 勝町長 それでは、はっきり言ってください。だれがやるのですか、

リードを。３歳児でお泊まりをするとか、あるいは集まってやるというのは、だ

れがやるのですか、先に立って。 

〇川口浩史委員長 ちょっと待ってください、逆質問になってしまいますので。 

〇渋谷登美子委員 いいですか。 

〇川口浩史委員長 いやいや、ちょっともう。 

〇渋谷登美子委員 ちょっと待って。今言っているのは、２つの質問をして

いて、２つの質問を１つだけ何か全然違う形で答えていらっしゃっていて、２

つの質問の１つをごっちゃにしていらっしゃるのです。だから、２つの質問の

うちの１つは、幼稚園の講堂などをもっと広く一般に開放するためのチーム

と考え方を町のほうで持つべきでしょうというふうな形で、その例として、例

えば通学合宿を入れたり話をしているのですけれども、そこがごっちゃにな

っているのです。そこのところが何かすごくごっちゃになっていて、私の質問

の仕方が１つずつしないと、一問一答制で１つずつしないとできないのか。

そんな話ではないのです、これは。簡単なことなのです。 

〇川口浩史委員長 渋谷委員、もう町長も中身としてはわかっているような

のです、私の受けた感じでも。 



〇渋谷登美子委員 わかってないですよ、全然答えが違うもの。 

〇川口浩史委員長 いや、わかっていてやらないと言っているわけなので、

これ以上質問しても進展はないと思う。 

〇渋谷登美子委員 ちょっとひどいね、それは。ごめんなさい。施設のこと

に関して言えば、では幼稚園は永遠とそこの幼稚園の中でということしかな

いではないですか。何これ。 

〇川口浩史委員長 ちょっと待ってください。休憩して続けてやったらどうか

という意味で言っているの。 

          〔「３回だからいいのだよ」「終わったのだよ」と言う 

           人あり〕 

〇川口浩史委員長 これで終わりということで言っている。 

〇渋谷登美子委員 こんな失礼な答弁があるか。 

          〔「委員長ご判断で」と言う人あり〕 

〇川口浩史委員長 一応皆さんの意見を聞いて、いい意見だったら取り入

れようと思っています。 

  そういうことで、渋谷委員にはご理解ください。 

  ほかにございますか。 

          〔「こんなにねじれた答弁て聞いたことないわ」と言 

           う人あり〕 

〇川口浩史委員長 安藤委員。 



〇安藤欣男委員 落っこっているのではないかと思って、それなのでちょっ

と聞きたいなと思っているのです。学校施設の関係なのです。承知しながら

落としているのかちょっとわからないのですが、プールの。 

〇川口浩史委員長 ページをおっしゃってください。 

〇安藤欣男委員 学校施設なので、学校教育環境というところで入ってくる

のかなと思っているのですが、ページとすれば 90かなと思うのです。89の

体育館は問題はありません。私が聞きたいのは、学校のプールの件につい

ては、どんなふうな考え方をされているのかが１つございます。 

  それから、あとは生涯学習になるのか。学校でも今は使っていると思うの

ですが、武道館の問題。これもどこにもないのですけれども、これらは検討

の中から落ちたのか、今後、今回ではないけれども、見直しの中で対応する

考え方の中で落ちているのか、その辺ちょっとお伺いしたい。 

〇川口浩史委員長 小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 それでは、プールの考え方につきまし

てお答えをさせていただきます。各小中のプール、私ども教育委員会の考

えといたしましては、当然今後についても当分の間は存続させていきたい。

今委員さんのほうからお話ありましたように、90ページのところの施策の内

容の一番上の小学校の改修事業、中学校の改修事業ということで一くくりに

はなっておりますけれども、この中に入るかなというふうに考えております。

プール以外にもあるのですけれども、プールに限定してちょっと申し上げま



すと、一番なのは、やっぱり志賀小のプールの塗装関係。この辺が鋼板で

できておりまして、ちょっと塗装の関係が必要かなというふうな考え方を持っ

ております。ですから、その辺の。 

  それと、もう一つは、全校なのですけれども、ろ過装置。この辺が今後考

えていく必要があるかと。プールに関して申し上げますと、そういうふうなこ

とで現在考えております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 大塚生涯学習課長。 

〇大塚 晃教育委員会生涯学習課長 私のほうからは、武道場の建築とい

うことでお答えさせていただきます。 

  町立の武道場につきましては、現在菅谷中学校内の敷地の中に旧校舎

を利用した町立の武道場がございます。それから、玉ノ岡中学校のほうに

は、中学校施設ということで中学校の町立武道場がそこにあります。町立の

武道場、大変古くなっているのですけれども、今回の計画の中には反映さ

れていないというか、入っていないということでございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 安藤委員。 

〇安藤欣男委員 そうですか、この改修事業の中に入っているということで

すか。すみません。ただ、プールについては、最近はどういうわけだか、どう

言いましょうか、我々が子供のころとは全然違うというか、利用日数が本当



に少なくなっているのです。それでもプールは各学校に置いてあります。こ

れの保守点検、あるいは使わなくも水はかなり入れかえをしなければならな

い。こうした問題もあるわけなのですが、これは嵐山だけの問題ではないの

かなとは思うのですが、これは教育長さんにお伺いいたしますが、プールに

ついて、ほかの市町村はどんな対応をしているところがあるのでしょうか。 

  それから、武道館の関係ですが、ここに入れてないということになります

と、今のものを、この 10年間、新しいものにするという予定はないという考

え方なのでしょうか。ないけれども、後で見直しをする可能性はあるというこ

とはあるのかどうか。 

〇川口浩史委員長 加藤教育長。 

〇加藤信幸教育長 プールについてはですけれども、この90ページに小学

校改修事業、中学校改修事業と一くくりにしていますけれども、プールに限

らず、そのときそのときに応じて修理、修繕していくという意味であります。 

  では、プールそのものをどうするかというのは、安藤委員さんの子供のこ

ろから比べたら少ない云々等話がありましたし、そうかもしれません。しかし、

プールというのは、学習指導要領で体育の中にきちんと位置づけられてい

ると。ないとなると、例えば統廃合しました鎌形小学校というのは、当時埼玉

県で１校だけプールがない学校だった。ですから、ＢＧのプールまで行ってと

いうことを組んだわけですね。今あるものがもう完全にだめだと、これは修

理、修繕だめだとかそういう状況ではないので、やっぱりそれは必要だろう



と。さりとて費用対効果で、ではどこかの学校を２つ合わせて１つにしようか

というのは、そこまではまだ考えていないという状況です。 

  ほかの市町村でどうだというのは、具体的には聞いていませんけれども、

私は県でお世話になっていたころには、余りそういう事例はないのです。水

代がもったいないからこうだとか、云々だとか、そういうのは余りなかったで

す。そういう状況です。 

〇川口浩史委員長 大塚生涯学習課長。 

〇大塚 晃教育委員会生涯学習課長 私のほうから、武道館の新築はない

のかということでお答えさせていただきます。このスポーツ活動の充実のと

ころの施策の内容のところに、スポーツ施設の整備を推進ということである

のですけれども、こちらのほうは、武道館等の改築、新築ということではなく、

修繕等で対応するということで載せさせていただいたところであります。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 いいですか。 

〇安藤欣男委員 はい。 

〇川口浩史委員長 ほかにありますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇川口浩史委員長 質疑はないようですので、第５の区分、第３章「施策の

体系」中の第４節「歴史・文化のかおり高く子どもの笑顔あふれるまち」、第

４章「重点的施策」中の第４節及び第５章「各施策の内容」中第４節までの質



疑を終結いたします。 

  ここで休憩といたします。 

          休  憩 午後 ２時４４分 

 

          再  開 午後 ２時５６分 

〇川口浩史委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  最後に、第６の区分、第２章「まちづくりの将来像」中第３節「土地利用構

想」の「１住宅地域」、「２商業地域」、「３インター関連開発地域」、「４工業地

域」、「５農業地域」及び「６森林地域」並びに第３章「施策の体系」中の第５

節「安全・安心で活力に満ち、快適に暮らせるまち」、第４章「重点的施策」

中の第５節及び第５章「各施策の内容」中第５節までの質疑を行います。 

  ページ数で申し上げますと、12ページ、14ページ、17ページ、20ペー

ジ及び 97ページから 120ページです。 

  担当課は、政策経営課、都市整備課、企業支援課、産業振興課及び総

務課であります。 

  それでは、質疑のある方どうぞ。 

  長島委員。 

〇長島邦夫委員 ２点ほど質問させていただきます。 

  ページで 115 ですが、目指す指標をちょっと見ていただきたいのですが、

農業従事者の高齢化がおおむね４歳アップして 64歳から 68歳です。そこ



の年齢的なこともあるのですが、その下の水田の集積面積ですけれども、

個人が上がって、法人も上がっているのですが、できるところ、この目指す

方針、方法ですけれども、法人は当然ふえていくような感じにしないと、個人

は減ってくるというふうに思うのです。この点、どんなふうにお考えでこういう

のが出たのか、ちょっとお聞きをしたいというふうに思います。 

  それと、111ページなのですけれども、ここもやっぱりこの指標の関係で

見ていただきたいのですが、企業誘致の関係ですけれども、誘致による企

業数だというふうに思うのですが、10年後で２件のアップというふうになって

います。でも、この景気の非常に変化が激しい時期ですと、当然工場の閉

鎖というのも考えられるわけです。ですから、そういうものもひっくるめて考え

ているのか。そこをお聞きしたいのと、２点目に、この関係でそのすぐ上に地

元中小企業の体質強化を促進しますということなのですが、体質強化とは

どんなことをお考えになっているのか、お聞きできればというふうに思います。 

  以上ですが。 

〇川口浩史委員長 新井産業振興課長。 

〇新井益男産業振興課長 それでは、115ページ、水田の利用集積面積

の関係についてお尋ねされた点についてお答えしたいと思います。水田の

利用集積面積につきましては、水稲の作付面積、それから水稲以外の麦、

大豆等の作付面積、この利用状況のトータルを合わせて水田の利用作付

面積、利用集積面積という考え方でこちらにあらわしております。現在、法



人が66.4ヘクタールとなっております。その内訳としましては、水稲の作付

面積が 37.3ヘクタール、それから水稲以外の麦、大豆等の作付が 29.1

ヘクタールで、合わせて 66.4ヘクタール、同じく個人も、こちらにつきまして

は水田事業の担い手となっております16名の方の水稲の作付面積、こちら

が41.1ヘクタール、それから水稲以外の麦、大豆等の作付が31.8ヘクタ

ール、合わせて 72.9ヘクタールというものを載せてございます。 

  ご承知のとおり、担い手の方々、高齢化も進んでいるわけでございます。

法人の増加が余りしてないのではないかというようなところもご指摘をいた

だいているところでございます。町としますと、法人は県の１法人ですけれど

も、ふやしたいという気持ちはあるのですけれども、こちらにつきましては、

現在国が戸別所得補償制度と。今までは担い手育成で来た制度が、国の

制度が戸別所得補償で農家個々に補償していくと。国の制度がちょっと変

わってしまっているという中で、また担い手に戻るのかどうかちょっとわかり

ませんけれども、現在はそういう先が見えないところもありますので、高齢化

する中で何とか頑張っていただける数字がこのくらいしか見えないのではな

いかというものを載せてございます。 

  以上でございます。 

〇川口浩史委員長 木村企業支援課長。 

〇木村一夫企業支援課長 お答えいたします。 

  111ページの関係の指標なのですけれども、10年後の２件というお話な



のですけれども、閉鎖されていく場所も含むのかということになるわけです

けれども、これについては、土地利用で新しい場所を計画しているところの

ものについて取り入れた件数でございます。 

  それと、地元企業の体質の強化を促進という話なのですけれども、これ

については、地元企業のよい場所、よいものがかなりあると思うのですけれ

ども、そういうものをどんどんＰＲをできればということで、こういう文言になっ

ております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 長島委員。 

〇長島邦夫委員 最初に、農業の関係から質問しますけれども。当然高齢

化するということは、今ありましたですけれども、担い手が当然人数的に下

がってくるわけですね。そうなってくると、私、個人はそんなにふえる可能性

はないと思うのです。ですから、個人である程度面積をふやしていく。そうい

う方が何人かいればふえてくるかと思いますけれども、やっぱり法人の方が、

法人というか、いわゆる担い手を雇ってやる方がふえていくのが理想ではな

いかなというふうに思うわけです。よく耕作放棄地も出ますけれども、この間、

根岸にある企業さんが来るというふうに話を聞いたから、ああ、よかったなと

思ったら、根岸分でも河原の向こうの、こちら側ではなくて向こう側だという

ような話なので、そうしたら松山の関係になってしまうのかなというふうに思

ったものですから、やっぱりそういうふうな企業であり、個人で担い手を雇う



ようなそちらのほうの関係をしてふやしていければなというふうに思うのです。

ですから、当然見直しも考えられるのでしょうから、そのような方向で進んで

いただければなというふうに。これは希望的なあれで、要望でもありますが、

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それと、工業の関係なのですけれども、既存の企業というのは、本当に

もう皆無に近いのです。それで、零細の方というのは、ほとんどないです。そ

れで、閉鎖になっているような状態で、当然町の工業を活性化していくには、

やっぱりよそから呼んでこないと、どうにも上がらないわけです。ですから、

今の課長さんの説明のとおり、これはそういうものは含めてないということで

すから結構なのですけれども、そういうこともあり得るということで進めてい

っていただければというふうに。よっぽど力を入れないと、これから嵐山の工

業というのは先には進んでいかないというふうに私は思っています。 

  それと、中小企業の体質強化というのは、いわゆる企業が持っているも

のを、特性を伸ばしていくということで理解しました。 

  それと、この中に、商工会を通じて融資の利子補給もあると思うのです

が、それは継続的にやっていただく方針であるというふうに思うのですが、こ

の中でどこに入ってくるのかなというふうに。ちょっと見えなかったものです

から。 

〇川口浩史委員長 木村企業支援課長。 

〇木村一夫企業支援課長 お答えします。 



  112ページの施策の内容ということで、中小企業の経営安定化を図るた

め、融資に関する助成と融資制度の普及を図りますという中で考えていくと

いうものでございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 長島委員。 

〇長島邦夫委員 というと、今読み上げていただきましたが、融資による助

成というのは、新たな融資ということではなくて、その中に含まれますという

ことでよろしいわけですね。はい、ありがとうございました。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  河井委員。 

〇河井勝久委員 １点お聞きいたします。実は、14ページの土地利用構想

図の中で、107ページの２の（２）、道路整備の充実というところで、前の第４

次の総振のときには、この利用構想図の中で、堂沼から役場までの役場ア

クセス道路、それから254バイパスの今の志賀のカインズホームのところま

でを結ぶ計画道路が破線であったのですけれども、今回これが消えたとい

う形になっているのですけれども、これ 108ページの中にも、施策の内容で、

最初の丸印のところに、国・県道との連絡を円滑するとともに、市街地の通

過交通を軽減するため、都市計画道路の整備を促進します。云々と書いて

あるのですけれども、実はこういう関係の中で、嵐山町、国道と、それから

今の深谷線ですか、そこを結ぶ道路との関係で、今の状況ですと、大変接



続する道路が少ないような感じがしているのですけれども、そういう中でこ

れが計画から外れた理由というのは何だったのでしょうか。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 お答えさせていただきます。 

  以前には、計画が載ったわけなのですけれども、この計画そのものはお

おむね 10年という計画の中で、その中でここの部分について整備していく

部分ですか、将来的にはあるというふうに考えているのですけれども、今の

段階だとちょっと無理かなということで、今回抜かさせてもらっているというこ

とです。 

  それと、国・県道とアクセスする都市計画道路、これについては平沢―川

島線等を整備していくというような計画の中で進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 河井委員。 

〇河井勝久委員 10年の将来計画の中の一つなのだそうですね、10年間

のスパンを決めているというのは。今の状況ですと、例えば都市計画道路

から役場の入り口のところまでのところでは、かなり消防署の裏を通り抜け

て入る車というのですか、通り抜け道路。あの狭いところ、通り抜け道路に

なっているわけです。それで、もう一つは、カインズホームから志賀の堂沼

の先のところまでがガードをくぐっての通り抜け道路と、この２本ですよね。

もう一つになると、今度は 254等では東小川のあの団地の中を抜けるのし



かないわけです。今の状況でも、大変通り抜けで車なんかはきつい状態に

なっているのですけれども。そういう面ですと、町もよく、交通災害をなくすと

いう形では、いろんなキャンペーン運動をやっているのですけれども、そうい

う面でいくと、かなり交通の問題でそういう事故やなんかの可能性もこれか

らも出てこないとは限らないという形では、ここがやっぱり一つの国道と県道

をつなぐ中では、家の宅建やなんかにも関係してくるのかなというふうに思

っているのですけれども、そこら辺の十分な検討をされてこれが外されたと

いうことになったのでしょうか。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 254のバイパス、かなり交通量が多くて、要す

るに迂回みたいな形で都市計画道路平沢―川島線のヤオコーのところから

こっちへ入ってくる道路とか、その辺についても結構交通量が多いわけです。

実際に、今度その先の川島地区の都市計画道路の関係が計画に載ってい

るわけでございますけれども、それがまたつながるという話になると、その

辺のところ、交通の流れも変わってくるのかなというふうに考えております。

それと、実際にアクセス道路からのこちらのほうに連絡というようなこともあ

ります。そういうものも総合的に考えて、今回この分を外させてもらったとい

うことでございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 いいですか。 



          〔「はい」と言う人あり〕 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 かなりたくさんあるのですけれども、ほかの方、手を挙

げられないので、やっていきます。 

  まず、12ページになりますけれども、住宅区域のところなのですが、市

街化区域の拡大を検討しますというふうになっているのですけれども、この

市街化区域の拡大、どこを出すのか。 

  それと、今これから少子高齢化でコンパクトシティーというのを一般的に

は目指されているのに、なぜ嵐山町の市街化区域の拡大をさらに目指すの

か伺いたいと思うのです。それが１点です。 

  それと、14ページです。これは私は逆に言えば、公共交通を増加してい

くと、人口減によって自動車量は減らなくてはいけないというふうに思ってい

ますので、ここのところで千手堂の計画道路がありますね。千手堂の計画

道路については、ふれあいゾーンでもあるし、逆に言えば、ここの部分をもう

そろそろ外したほうがいいのではないかというふうに考えています。ここの部

分で考えますと、やはりかなりの交通量がここのところでもともと細い道を動

いていると、細い道を動いていると思うのです。そこのところでまた行くと、こ

このふれあいゾーンのところが逆にゆったりした町並みですよね、今のとこ

ろ。町並みというか、の景観のよいところが都市計画道路というのですか、



計画道路ができることによって、かなり景観も悪くなるしというふうな感じで

いるので、ここが残った考え方というのですか、それを伺いたいと思います。 

  それから、17ページ、ちょっとこれはくっついているのですけれども、17

ページと 98ページ、道路の問題なのですけれども、17ページの道路の問

題、それから 98ページになると思いますが、私もパブリックコメントでも出し

ているわけなのですけれども、ここのところはもうちょっと本当に考えたほう

がいいのかなという。交通安全対策の問題です。自転車運転教室を実施し

というふうに書いてあります。そこの問題ですけれども、それから 107ペー

ジもあるのです、同時に。107ページも同じ問題なのですけれども、これは

歩道工事になるのですけれども、歩行者の安全確保のためにという形にな

っています。ここのところで、私がパブリックコメントで、ほかの方も出してい

るのですけれども、自転車通路の問題なのです。自転車のところなのです

が、これが今は毎日新聞の特集で中学生の事故がふえているというふうに

書いてありました。交通安全のところでも、高齢者の事故がふえている。こ

れも自転車事故ですね。この道路計画に関して言いますと、自転車の通路

というのは、経費の問題もありという形で一応切られているのですけれども、

これが今高齢者の方と話していますと、高齢者の方が自動車をやめてから

自転車を使う方がかなり多くなっていて、嵐山の方でも自転車で小川のほう

まで行ってしまうとか、かなり自転車の利用がふえているということがわかっ

たので。それで、話をしていますと、腰の悪い人でも、歩くのは大変でも、自



転車を使うと、逆に言えば行けるので、自転車を使う方がふえているという

ふうに言われているのです。確かにそうなのだろうなと思うのです。自転車

だと、歩くバギーというのですか、高齢者の方が使う手押し車よりもたくさん

物が乗るので、自転車をかなり使う方がふえていて、実際にそうなのかなと

思って話を聞きますと、やっぱり警察官に自転車を止められて交通違反だと

いうふうな形で、切符というのですか、それをとられている方も実際にいらっ

しゃるみたいなので。 

  これで、それで特に問題なのですけれども、私も自転車を利用していま

すと、歩道のつくり方なのですけれども、これこれからのことで、これからも

すごく大切なことなのだと思うのですけれども、歩道と自動車道の間にしっ

かりしたブロックがありますね。そのために、わきに寄ろうと思っても、入って

いけないのです。自転車通路のつくり方というのを何冊か本を見ているので

すけれども、そうすると、途中途中にブロックが抜けているです。歩道のほう

に引き込めるというのですか、自転車が。逆にちょっと入って、自動車の通

行量が多いときにそこで待機できるような形とかそういうのがあるのですけ

れども、自動車道路の中にラインが入っているだけでも全く安心感が違うと

いうのがあって、これはちょっと私は指摘しておきたいなというふうに思って

いたのであえて言うのですけれども、この考え方というのですか、もう少し歩

行者だけではなくて自転車に対してのいろいろな道路の考え方というのが

あってもいいのかなというふうに思って、ここのとこで言わせていただきます



が、これは道路交通法の関係で、警察との関係では、どうしても自転車道と

いうふうに新たにつくらなくてはいけないというふうになってくるのですか、そ

れともラインを引くだけでも随分違うというふうに、自転車を利用されている

高齢者の方はおっしゃっているのですけども。あと、斜めに若干なっていま

すね、道路の端というのですか、そこの部分でも少し緩みが弱ければ楽な

のかなというふうな感じも聞いたりしていて、それは自転車道を自動車道の

中につくるときのラインの引き方とかがあると思うのですけれども、今までそ

のことは考えて自動車道とかもつくられてないのではないかと思うのですけ

れども、その点について伺いたいと思います。財政との関係でということで

はなく、これ近々の問題だなと思って、高齢者がこれから自動車をやめて自

転車に変わっていくときにはと思って伺います。 

  次に、109ページなのですけれども、これは商工会との関係なのです。

商業との連携という形なのですが、ここのところで、高齢者の方とかの消費

行動を聞いていますと、かなり変わってきていまして、実際に私なんかもネッ

トショッピングというのを結構するのですけれども、もうそのほうが楽みたい

なのです、ネットショッピングのほうが。それで、大きな物はネットショッピン

グで買ってもらうというふうな形になってきていますので。今までの消費者の

傾向が、この商業の振興という今町が見られているものとかなり違ってくる

のではないかなと思うのです。実際に、今 60代の方でも携帯電話をかなり

使われると思うのです。それがもう少ししたら、ほとんどもっと違う形になって



きて、私自身もかなりネットショッピングはするのです。実際にするというの

は、例えば嵐山町で買えないものはネットショッピングするのです。手芸のも

のとかというものはもう嵐山では買えないし、東松山でも買えないし、キンカ

堂もなくなってきましたので、布なんかもネットショッピングなのです、私のあ

れでいくと。 

  そうすると、そういった形のものがかなりふえていく中で、この商工業の

形なのですけれども、高齢者が経営改善後継者の育成を図りますでは済ま

ない部分があって、もう一つなのですけれども、それでワタミというふうな形

のものが出てきて、高齢者の食生活がまた変わってきていて、１日に１食ぐ

らいワタミを利用するという方も出てきているらしいのです。そうすると、今ま

での直売所で買ってくるという形とは違うものがあって、商工会自身もそうい

ったことを踏まえての事業のあり方を考えないといけないので。ここのところ

は、次の展開でまた直されるという形なので、商工会の方たちも自分たちで、

今までですと御用聞きが、ＩＴを使った御用聞きになって、それを運ぶという

ふうな形にしていったほうが、商工会自身は高齢化になっても、だれか配達

する人を雇用してという形になっていったほうがよいのかなというふうに思っ

ていまして、そこの視点がちょっと欠けているのではないかなというふうに思

っているので、それで農業と商業のタイアップをしてやっていくという、これは

町の直接の問題ではないかもしれないのですけれども、惣菜なんかも、多

分高齢者になってくるとみんな買うようになると思うのです。そこのところを



町のほうでちょっと。ある程度ＩＴの技術を町は一応持っているわけですから、

そこの部分の指導が必要なのではないかなというふうなところをお伺いした

いと思います。 

  それで、119ページですけれども、これは本当に苦しいなと思うのですけ

れども、デマンド交通ではなくて、公共交通の利便性をアップするという形な

のですが、デマンド交通事業というのは、タクシーの補助金というのはこれ

でとりあえずいいと思うのですけれども、学校や通勤、通学への公共交通と

いうのを実際にもっとふやしたほうがいいのではないかなというふうに考え

ているのですけれども、そこの視点というのはどの程度あるのか、伺いたい

と思います。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 まず、市街区域の拡大ということの関係でござ

いますけれども、ここの考え方としましては、嵐山町、の川島地内と滑川町

の地内の間のところに調整区域があるわけなのですけれども、その部分の

市街地というふうに考えておりますので、お願いできればと思います。 

  次に、千手堂地内の道路の関係でございますけれども、現実的に、見て

もらうと、かなりの抜け道になっている道路でございまして、大変危険なよう

な状態でございます。そういう関係ございまして、実際その部分を解消され

ることによって、254に出てくる通過交通だとかそのような関係もかなり変わ

ってくるかと思います。そういう関係で、前々から載せてあったわけでござい



ますし、今回もこの計画の中で計画としては載せてございます。これについ

ても十分検討しながらやっていければというふうに考えております。 

  それと、歩道の関係でございますけれども、歩道につきましては、今実際

に歩行者と自転車が一緒に入って混在ができる幅員というのがございます。

それと、歩行者だけの幅員。渋谷さんのおっしゃるのは、自転車道として区

画したらどうかという部分があります。これについては、今結構広い歩道に

ついては、要するに自転車の部分と歩行者の部分を分けてするような歩道

を考えているところもあります。こういうところは、植樹帯をつぶしてそういう

ことができたりとかという、物理的に幅員が可能なところについてはこういう

こともやっています。 

  それと、あと現道で路肩の部分に外側線というか入れて、車道を狭くして

自転車道という考え方もあります。これについても、いろいろ以前に警察の

ほうからもお話ございまして、こういうところはできないかというところはござ

いました。町のほうもいろいろ検討していたわけなのですけれども、実際に

車道をそこまで狭くして、車に必要な車幅というのがありますね、それの幅

員を確保して、なおかつそのわきに自転車の通行できる幅員が確保できる

かという部分については、今の町道の中ではかなり難しい部分があります。

こういうものも今後検討していくようなことも考えていきたいというふうに考え

ております。ですから、これからつくる道路については、そういうものも考え

ながらつくっていければなというふうに考えております。 



  以上です。 

〇川口浩史委員長 内田副課長。 

〇内田 勝総務課人権・安全安心担当副課長 それでは、私のほうから、

高齢者の交通事故がふえているというお話がありましたので、平成 22年の

１月１日から 22年の３月末までの状況をちょっとお話ししたいと思います。

確かに委員さんがおっしゃるように、高齢者の交通事故がふえておりまして、

前年に比べますと、21年の同時期が 15件、それから 22年で 24件と、パ

ーセント的には 60％ふえております。その中で、自転車の事故なのですけ

れども、21年が３件、それで22年が４件ということです。件数自体は少ない

のですけれども、率にすると 33.3％ふえているような状況でございます。 

  それで、嵐山町と、それから嵐山町老人クラブ連合会、そして小川警察

署と高齢者の交通事故及び振り込め詐欺被害防止啓発に関する協定とい

うのを、平成 21年の 11月に協定を結びました。それで、21年度につきま

しては、高齢者の方への交通安全教室を実施しております。今年度はちょっ

とできなかったのですけれども、今後も高齢者の交通安全の関係について

安全教室を開きたいと思っております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 木村企業支援課長。 

〇木村一夫企業支援課長 お答えいたします。 

  商工会の活動の支援の関係なのですけれども、連携ということなのです



けれども、買い物をするのに高齢者が非常に困っているというような状況の

中で、今商工会としては、中心市街地の活性化事業の中で朝市を月１回や

っているわけですけれども、これ大分好評で、人数もかなり集まっていると。

そういう中で、商工会と、昨年なのですけれども、車の移動販売というもの

は商工会で検討はできないのですかというお話を１回持ったことがあるので

すね。それは、市街へ行くなんかも困っているということで、そういうところで

できればと。そしたら、商工会の中では、では朝市を主眼にして向こうでもや

ってみるかというような話だったのですけれども、朝市を２カ所でやるといっ

た場合に、出店する方が非常に負担がかかるということで、ちょっと無理だ

というようなお話なのです。というところで今止まってしまっている段階で、車

の移動販売というような手法もあるかと思うのですけれども、またおっしゃる

ようにインターネット販売とかそういうものについても商工会と今後十分話し

合っていきたいと考えているものでございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 井上政策経営課長。 

〇井上裕美政策経営課長 119ページの公共交通の利便性の向上のこと

に関しましてお答えいたします。この公共交通の関係、特にバス交通の利

便性ということに関しては、住民アンケート調査でも、上位と申しますか、トッ

プに位置づけられた、不満足度の１位でございました。そういったことは、当

然私のほうでも結果を把握しながら、今度平成 23年度から試行的に、先ほ



どお話をいただいたデマンド交通を始めるわけでございますけれども、そう

いった試行した結果を見ながら、バス路線については民間事業者でござい

ますので、連携を図り、学校という形で今お話をいただいたと思いますけれ

ども、利便性を図るためにどういったことが必要なのかどうかということも含

めて、検討していくことだというふうに思っております。とにかく平成 23 年度、

デマンド交通、これを行った結果を踏まえまして、さまざまな面から検討して

まいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 新規の市街化地区の拡大というのは、滑川町の境とい

うところで、それ以外はもう考えないというふうに考えてよろしいのですね。

はい。 

  それと、もう一つですけれども、千手堂の計画道路についてとりあえずあ

るということで、そのままにしておくということ。 

  自転車交通のあり方なのですけれども、これは歩道の中の自転車通路

という形ではなくて、自動車道の中の自転車通路というのが、日本はそうで

はないのですけれども、ヨーロッパでは一般的で、そして狭い中でもそういう

ふうな形をとられていて、それでそのほうがかえって安全だというふうになっ

ていて、歩道の中の自転車通路というのは、そこの中での事故が起きやす

いというふうに聞いているので、そこの部分の考え方の転換が必要だと思う



のです。警察との協議で、別に自動車道を広げて自転車道をつくるというの

ではなくて、とりあえずラインだけ引くということもできないのかどうかわから

ないのですけれども、そういうふうな形になっていくと、自動車のほうは少し

はよけますね。そんなぎりぎりの自動車の幅でラインが引いてあるわけでは

なくて、自動車の幅というのは１メートル 80、トラックで２メートル、３メートル

もないと思うのですけれども、そういった部分のラインの引き方で随分変わ

りますし、自動車道と歩道との間に入るということで。私は自動車道を自転

車が通っていることが原則なわけですから、その原則の中で自転車が歩道

の中にちょっと入っていけるような引っ込みというのですか。ずっとブロック

が続いているのです、どこを見ても。それで、危ないなと思っていても、自転

車はひょっと入ってこれないという現状がいろいろ動いているとわかるので、

職員の方も何回か自転車で動いてみていただければわかると思うのですけ

れども、そういうふうな考え方を持って自転車道路を整備していかないと。高

齢者の免許を返上なさった方は、自転車を使われるみたいなのです、やっ

ぱり大きなものを持つときは自転車を使われるので。それが必要なのかなと

思うのと、あとやはり腰の悪い方はどうも自転車を使うということがわかって

きました。それで、歩くよりも楽だし、それから人に迷惑をかけたくないという

思いは、高齢者の中にあると思います。そうすると、やっぱり自転車を使う

ので、そこの考え方なのですけれども、歩道と自転車道を新たに拡幅してつ

くっていくということではない形での自転車道のあり方というのを考えたほう



がよいのではないかなというふうなことでお話ししていて、そこの部分は今

後の道路のつくり方とか、歩道をつくるということがありましたので、特にブロ

ックのあり方ですか、そこのところを考えていただいたらいいのかなと思いま

す。そこの点についてもう一度。 

  それと、それは必ず警察と協議しなくてはいけないような問題なのであれ

ば、道路交通法の改正が必要になってくるのかなというふうに思っているの

ですが、そのことを伺いたいと思います。 

  それと、もう一つ。商工会との連携というのは、確かにあれなのですけれ

ども、今の考え方でいきますと、一応 10年計画なので、今後の 10年という

ことを考えますと、私自身も今 59歳なので、69になってきたときの消費形

態とかいろいろ考えますと、やっぱりＩＴを使うことが多くなるのではないかな

と思うのです、高齢者。若い人のＩＴでのショッピングというのは多いのです

けれども、これからそうなっていくのではないかなと思ったときに、嵐山町の

小規模な店舗が何とか生き残っていくためには、そういった御用聞きみたい

な形のＩＴのものがあって、それを運ぶというのですか、そのほうが、食品な

んかに関しては、ワタミなんかが入ってきたら、もうそこのところでそういった

買い物に行ってつくるという形ではない形になってくるのかなと思うのですけ

れども、伺っていると、嵐山町の方でも結構ワタミを使っていらっしゃる方が

多いみたいなのです、高齢者の方で 80歳とかひとり暮らしになってくると。

そういったものを考えて。どっちにしても女性のほうが残るので高齢者として



多くなるのですけれども、80歳以上になると、やっぱり自分でつくっていか

なくなってきたときにそういう行動になってきて、そういうふうになってきたと

きに、嵐山町のわずかに残っている食料品店ですけれども、とか直売所な

んかもそうなのですけれども、そこの部分が生き延びていかないのかなとい

うふうに、10年たったときの行動を見ると。そこのところを見据えたものにし

ていったほうが、今後ではなくていいので、またその次にやっていくので、そ

このことを頭に入れられてやられたほうがいいのかなと思っていて。現時点

では、朝市とか車の移動販売というのは、効果があると思うのです。だけれ

ども、あと５年、あと 10年たったときには、みんなきっとタッチパネルとかと

いうので買い物をなさるようになってくるのではないかなと思うのですけれど

も、そこの部分がちょっと計画の中で抜けているのかなというふうに思った

ので指摘させていただいて、そこはＩＴの技術を嵐山町が持っているので、そ

この部分は商工会と直売所等もっと連携していったほうがいいかなと思うの

で、そこの見解を伺いたいと思います。 

  公共交通についてはいいです。 

〇川口浩史委員長 高橋副町長。 

〇高橋兼次副町長 自転車道の関係について、私のほうからお答え申し上

げたいと思います。以前、委員さんからも自転車の関係にご質問を受けまし

た。今、自転車道をどうつくったらいいか。道路の構造というのは、道路構造

令に基づいてみんなつくっていると。今、国交省が自転車道についてはどう



していったらいいかというので、研究チームをつくっております。したがって、

今担当課長が答えたような、いろんなこういうふうにしたらこうなるのではな

いかとかというの研究がされておりまして、一定のものが多分そのうち出る

のではないかなというふうに思っています。 

  車道の幅員というのは、当然構造令で決まっておって、そのわきに路側

帯があると。路側帯をどう考えていくかと、いろんなこともございます。広い

道をつくるときはどういうふうにもなるのですけれども、今の嵐山の現実の中

でどうしていったらいいかというのは、なかなか現実的には難しいのかなと。

それで、特に今歩道を中心につくっていますけれども、やっぱり車道と歩道、

歩車道境界というのですか、歩行者をどうやって守るかというのが今大原則

になっておりますから、ずっと歩車道境界ブロックがあるというのが今の構

造令です。したがって、その辺が国交省がいろいろ考えることによって、新し

い多分方向も出てくるかなというふうに思っております。 

  したがって、現実的にこういう嵐山の道の中でこういうことも考えられるこ

とがあるとすれば、それはいろいろ警察とも協議をしながら、例えばラインを

引いてその中をカラーに色を塗るとか、やり方はいろいろあるのかと思いま

すけれども、ただ現段階においては、今そこまでまだ進んでいません。 

  ただ、先ほど申し上げましたように、いろいろ国において研究がされてい

るようですので、日本に合ったというのですか、現実的な一つの考え方も出

てくるのかなというふうに思っています。 



  以上です。 

〇川口浩史委員長 木村企業支援課長。 

〇木村一夫企業支援課長 お答えいたします。 

  インターネットショッピングというようなお話になるかと思うのですけれども、

この施策の内容の中に、経営改善という文言が入っていますので、そういう

中で商工会との話し合いをやっていくというふうな認識をしております。 

  また、商工会自体もそういうケースになった場合に、組織をどういうふう

にしなければいけないかという大きな問題もあるのかと思いますので、そう

いう中で話し合っていきたいと考えております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  青柳委員。 

〇青柳賢治委員 105ぺージと 106ぺージです。基本的な方針の中で、都

市計画のマスタープランを見直すということになっています。どの点を見直

すということになるのか。 

  それから、ここにもありますけれども、市街化区域の未整備地について

の手法を検討して整備を推進するとなっております。これを 10年間、総合

振興計画の中でいろいろの手法が考えられるのでしょうけれども、担当課と

しては、今上げられているものはどのようなものがあるのか、お尋ねしてお

きたいと思います。 



  それと、企業支援課のほうもできて、企業誘致のほうに毎日頑張ってお

られると思いますけれども。111ぺージですが、この企業誘致の目標値が５

年後に１件となっております。そして、右のほうに施策の内容となって、それ

が考えられるような場所が何カ所か載っていますけれども、この辺について

は、実際今この 10年間を考えるときに、まず５年で１件だというところが、か

なり今の経済の状況も反映しますが、厳しい状況であるのだと、この５年間

が。いや、もっともう少し、ホンダなんかも操業が始まってきているから、大

分いい状況もあるよとかという５年間ぐらいの考え方はどんなところでしょう

か。お尋ねしておきます。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 都市計画マスタープランの関係でございますけ

れども、このマスタープランを見直すということでございますけれども、これ

につきましては、町の上位の計画が今つくっているわけでございますけれど

も、この計画がある程度定まってきます。それに伴って、それと整合を図る

ためにある程度その辺のマスタープランを見直しますよということでございま

す。 

  それと、市街化区域内の未整備地の手法については、今後これについ

ては十分検討しながら、有効的な整備の方法を考えていきたいというように

考えております。 

  以上です。 



〇川口浩史委員長 木村企業支援課長。 

〇木村一夫企業支援課長 お答えいたします。 

  111ぺージの関係なのですけれども、５年で厳しいのかというような話し

なのですけれども、現在の状況としましては、川島地区と関越インターのラ

ンプ内という２カ所について前々から話が来ている状況のもので、大分詰ま

ってきているような話のところまで来ているのですけれども、これ企業ですか

ら、またどういう状況でだめになってしまうかわからないのですけれども、現

段階ではいい感触でいるというものです。 

  ただ、企業を決めましたといった場合には、この５年というような期間を

待たずにやらなければ、もううちはだめですと、そこで言われてしまう話なの

です。今うちのほうで投げかけているものについては、約３年間で農業振興

地域から外して工場が操業できるような状況を、企業としてはやれるかとい

うような問い合わせも来ていますので、決まった場合には、こういう５年とい

うのではなくてもっと短い期間でやらなければちょっと無理というような状況

でいるというものでございます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 青柳委員。 

〇青柳賢治委員 市街化区域の未整備地域というのは、やはりそういう市

街化を形成促進していくという場所でもありますので、道路等もやはり狭い

ところもあるよということも聞きますので、その場所場所ありますけれども、



資本もかなり難しいのでしょうけれども、その地主さんの考え方もあります。

上手にその辺聞いて、いい市街化地を形成していってもらいたいと思います。 

  それと、今、企業支援課が大分頑張っているのだなと思います。それで、

やはり雇用がなかなか図れない町の状況でもありますので、ぜひともその

辺はさらに後押し頑張って、何とか嵐山の中に元気な企業がいてくれるとい

うことは、本当に町、町民にとってありがたいことだと思いますので、引き続

き努力をお願いしたいというふうに思います。 

〇川口浩史委員長 吉場委員。 

〇吉場道雄委員 では、何点か質問させてもらいます。 

  101ぺージ、消防防災の充実なのですけれども、一番下なのですけれど

も、消火栓、防火水槽の設置施設ということで、356から５年ごとに 366、

376カ所ということでふえておりますけれども、これ消火栓、防火水槽各１個

ずつふやす考えでいいのか、お伺いします。 

  次に、116ぺージ、農地・水・環境保全向上対策事業ということで、これ

国の事業で５年だと思うのですけれども、これが多分 23年度が最後の年だ

と思いますけれども、総振というのは 10年の計画でございますので、ある

程度この事業が国のほうから続けてあるのか、それともまた町のほうで新た

に考えているのか、お伺いします。 

  また、次の117ぺージと118ぺージなのですけれども、農林業後継者の

育成支援ということで、一番最後の企業等の団体が保全する森林面積とい



うことで、現状値と目標値、５年後、10年後と９ヘクタールということでなって

いますけれども、これ埼玉県の森づくり協定ということで、企業と市町村が協

定している森林を守っていく事業なわけなのですけれども、町にはほかにも

町有林や里山がありますけれども、里山なんか保全する場合、森づくり協定

を新たに結ぶ考えがあるのか、お伺いします。 

  また、右のほうなのです。118ぺージなのですけれども、農業に対しては

市民農園、観光農園、観光改善等育成を支援し、体験農業の振興を図ると

いうことなのでありますけれども、山林にもこのような観光に向けた観光目

的でやっていく林業経営があってもいいと思いますけれども、その点お伺い

します。 

〇川口浩史委員長 内田副課長。 

〇内田 勝総務課人権・安全安心担当副課長 それでは、私のほうから

101ぺージの消火栓防火水槽の設置数についてお答えします。大体５年後

に 10個増、また 10年後に 20個増ということですので、大体１年に２個な

いし３個増というふうに考えております。あと、防火水槽については、今現在

老朽化しているものがございますし、道路改修とかによっても撤去とかとい

うのもございますので、そういう減もあるということをあわせて、大体５年で

10個ぐらいの増というふうに考えております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 新井産業振興課長。 



〇新井益男産業振興課長 それでは、116ぺージ、農地・水・環境保全向

上対策事業の関係でございます。ご案内のとおり、平成 19年度から平成

23年度までの５年間ということでございまして、まだ平成 23年度もある関

係もありますし、大切な事業だということで、町としては、ぜひ続けていきた

いということも考えております。 

  また、県のほうの動向等をお伺いしたところでは、県のほうもある程度そ

ういう考えを持っているということも情報として入っている関係で、続けて載

せさせていただいているということでございます。 

  それから、企業等団体が保全する森林面積の関係で、埼玉県の森づくり

協定ということかと思います。これにつきましては、新たな場所を考えていく

かということかということだと思うのですけれども、なかなか適地というので

すか。現在の場所は、インターチェンジからおりてすぐの場所でありますし、

また結構企業等が家族、お子さん連れで、１年に２回程度のイベントを考え

ながら活動をするという植林、植栽というイベントのときに家族連れでやられ

る。その前に下草刈り等の準備もしながら、そういうイベントを催して森を守

っていくという活動をされているのですけれども、お子さん連れでお見えにな

ってくるときに、トイレの問題だとか、それからバス等を使って来られるとか

交通手段の問題、それから天気がいいときばっかりではない関係がありま

して、現在は、開催するときに当たって、花見台の管理センターなども一緒

に借りながら活動されているというのが現実の問題でございます。 



  町の中には、議員さんおっしゃるとおり、ほかにもいろいろ森林の場所は

あるのですけれども、企業のほうでそういう中を見ながら最適な場所を選ば

れたのかなということでございまして、町としては企業にぜひお願いしたいと

いうのあるのですけれども、企業が県とそれから町と三者協定、あるいは運

営に当たってボランティア団体も入れますと四者協定を結んでこれをやって

いくわけですけれども、そういうふうに考えると、なかなか適地が少ないのか

なというふうに思っております。 

  それから、林業に観光目的の考え方はということでございます。これにつ

きましては、ぜひそういう志を持って考えていただける方がいれば、いろん

な点からご支援をしていきたいということは考えておりますけれども、現在の

林業の問題は大変難しい問題があるものですから、それと今申し上げまし

たように、観光目的となりますと、トイレの問題等がすぐ現実の問題となって、

なかなか難しいことがあるかなというふうに思っています。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 吉場委員。 

〇吉場道雄委員 では、質問させてもらいます。 

  消火栓と防火水槽の問題なのですけれども、特に消火栓なのですけれ

ども、この前、清水委員さんが一般質問の中で、火災の現場でですが、消

防団長の要望で放水したら圧力が少なくなってしまったという言葉がありま

した。これは 75 ミリという本管を使っていると管層が 65 ミリでありまして、１



栓をすると大丈夫なのですけれども、２栓をすると低くなってしまって、出る

ことができません。本管が 150 ミリの場合は、円周率があるから４倍の能力

があるわけなのです。ただ、広野２区なんかは、今多分 75 ミリが使われて

いると思うのですけれども、これから消火栓をつくるときには、75 ミリから

150ミリに変えて計画していったほうがいいと思うのですけれども、その考え

をお伺いします。 

  あと、農地・水・環境保全向上対策ということなのですけれども、これは

県のほうも前向きのほうで動向もあるということなので、町のほうでも積極的

にお願いいたします。 

  また、次の企業のほうはいいといたしまして、山林を観光化ということな

のですけれども、私、全国の植樹祭にちょっとお世話になって行かせてもら

いまして、森林の後継者の講演を聞きまして、竹林を個人でやっていて、そ

れで成功しているということがありました。嵐山町、見てみると、里地里山で

すけれども、そこに竹林が随分生えております。ただ、竹林というのは生育

もいいし、それを利用して個人で何かしたいという人がいれば協力してもら

いたいと思うし、この間、林業研究会でも炭焼きに講習に行ってきました。そ

ういう中で、私もやってみたいという人も出てきました。そういう個人である

程度やりたいという人が出たら、町のほうも観光農園と同じように山林を生

かした個人の観光目的の経営もできると思うので、町の考えをお伺いします。 

〇川口浩史委員長 新井産業振興課長。 



〇新井益男産業振興課長 竹林を活用してということで、当然町内にありま

す竹林のほとんどは個人の方がお持ちになっているところでございますの

で、竹林がふえてしようがないというふうな形で思われている方がほとんど

かなというふうに思います。そういう点で、町が間に入って、ぜひこの場所を

活用したいのだけれども、竹を切らせてもらえないだろうかという中継ぎに

入るというような形の援助等はできるのかなというふうには考えております。 

  あとは、個人の方がどの程度、本当に実際問題、使う方法があるのかど

うかとは別にしまして、希望があった場合には、相談には乗っていきたいと

いうふうに思っております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 ただいまの消火栓の問題でございますけれども、嵐

山町の消火栓の現状とすると、150 ミリ以上のものが全体の３分の２、100

ミリ未満のものが残りの３分の１という現状です。これは吉場議員さんよくご

存じだと思うのですけれども、排水か水道の配水管の現況において必要な

消火栓を整備しているというふうな状況でございまして、消防法で定める充

足率からすれば低いわけでございますけれども、現状が 75 ミリでも消火栓

が設置ができるというふうな現状にあるとすれば、そこに消火栓をつけて、

少しでも初期消火に役立つような措置を嵐山町はとっているということでご

ざいまして、150 ミリですべて町内が配管をされていて、そこに消火栓がで



きるというのが理想ですけれども、現実はそうではないということで、現実を

踏まえた消火栓ができておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇川口浩史委員長 吉場委員。 

〇吉場道雄委員 では、最後なのですけれども。やはり林業とか農業を取り

巻く環境が非常に厳しいと思います。しかし、みんなと同じようなことをやっ

ていたのではだめだと思いまして、自分で研究しながら新しい産業をここに

取り入れればいいなと思って。私は、竹林を利用してタケノコ、そのような栽

培なんかもいいのではないかと思っているし、今、ときがわなんかでキノコも

やっておりますね、また炭焼きだとかいろいろあると思うのです。だから、人

がやらないことをやれば、幾らか魅力があるのではないかなと思っておりま

すけれども。最後にお願いします。 

〇川口浩史委員長 新井産業振興課長。 

〇新井益男産業振興課長 町内の中にそういう方が出てきていただけるよ

うなことがあれば、ぜひ協力をしていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 ほかにございますか。 

  清水委員。 

〇清水正之委員 ここの部分は、非常に難しいなというふうに思っておりま

す。特に、町の一番の課題は、やっぱり駅西かなというふうに思うのです。



そういう面では、どうしたらあそこが活性化するのだろうというふうに思うの

ですけれども。この前、同じぐらいの連中が一緒に集まって、少し飲みなが

ら話をしたのですけれども、住民が住むのはどこだろうという話になりまして、

１つは駅があると、もう一つは買い物ができるところだと。要するに買い物が

できるところだという話になったのです。そういう面からすれば、嵐山、駅あ

るよと。ただ、買い物するのに、車がないとできないなという話になったので

すけれども。だから、そういう面では、あの駅西に１つの町をつくるというか、

そういう構想がないと、あそこのところの活性化ってなかなか図れないので

はないかなというふうに思ってはいるのです。 

  そういう面では、ではどうしたらできるのだというのもよくわかりませんけ

れども、１つは、駅西の横の道路の見通しというのは、どのくらいの年数が、

どのくらいの見通しが今ついているのでしょうか。そのことによって、公園用

地あるいはあいている土地の利用をどう図っていくのか、また旧254のあそ

この道路をどう活用するのか、その辺が活性化の一つの契機にはなるのか

なというふうには思うのですけれども、そういう面では、横の道路の見通しと

いうのは、今どのくらいの計画が立てられているのでしょうか。 

〇川口浩史委員長 田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 駅西の関係でございますけれども、要するに停

車場線、それと深谷―嵐山線、それに町道、駅のほうに向かってきている道

路があります。それに連絡する道路ということだと思うのですけれども、１つ



は、ヒロノ時計屋さんのところから埼玉りそなのところのその道路の関係に

ついては、今工事しておりまして、そこについては６メーターの道が今年度

中に抜けていきます。 

  それと、あと１本計画してるのが、東西線というのがあるのですけれども、

これについては、今計画しているのですけれども、地権者との関係ございま

して、いろいろ苦慮しているというところでございまして、これについてはいろ

いろ考え方もありますので、その辺を少し整理して、その辺のところを再度

検討し直したりとか、そういうことも必要なのかなというふうに考えております。

とりあえずは、停車場線と深谷―嵐山線については連絡できるということでご

ざいます。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 清水委員。 

〇清水正之委員 そういう点では、駅の玄関口というような部分で、それこ

そ交流センターができて、公共施設があって、そういう中でのまちづくりにな

ってくるのだと思うのですけれども、どういうふうにしてくれというのも、なか

なか見通しのつかない部分もあるのですけれども、やっぱりそこにお店やな

んかが定住できるようなそういう施設も一定度、商業施設の位置づけです

から、そういうものの誘致だとか、そういったものが一定度ないと、あそこを

活性化するというのはなかなか難しいかなと。では、大規模店舗を持ってく

るかということになると、そうにもならないだろうと。そういう面では、以前に



ヤオコーのところの敷地を、建物もあったから、あの中に、そっくりあの建物

を買って小さい店舗を誘致したらどうかという話もしたことあったのですけれ

ども、あいている土地の活用というのは、町がどの程度できるものなのでし

ょうか。 

〇川口浩史委員長 高橋副町長。 

〇高橋兼次副町長 駅西については、過去いろいろ検討を重ねた結果、な

かなか一体整備は難しいということで、個々の個別具体的な事業をやって

いこうというのが今の現状です。 

  先ほど、東西線の話もちょっと出ましたけれども、地主さんの中には、ど

うしても早くつくってもらいたいという人、全く今のままで手をつけてもらって

は困るよ。全くいろんな考え方の人がいて、町が考えていっても、みんなで

それやろうではないかという雰囲気には現在なってないということなのです。

したがって、中央地区のまちづくり交付金の事業の中ですから、来年度が最

終年度になりまして、１年繰り越しができるようですけれども。したがって、そ

ろそろ結論を出さなければいけないのではないかと。もし無理ならどうする

のだと。できるところだけやって、あとは残すのかだとか、いろいろあるので

すけれども、考え方がかなり差があるわけなのですね。あるいは建物にか

かるうちの考え方があったりとかということなので、町とすれば、あれだけ長

い土地ですから、真ん中あたりに。それは車がどんどん通る道なんというの

は考えていないのですけれども、コミュニティー道路的なものでもできてけば、



その道側の両側ぐらいはいずれ家ができてくるのかなとかという考えもあっ

て、いろいろご相談もしているのですけれども、全く今のところいじくってはだ

めだという人も中にはいるわけなのです。というのを考えてくると、そろそろ

もうどうしたらいいかという結論を出さなければいけないかなと思っています。 

  したがって、基本は、土地の所有者、それはお店の人も含めてなのです

けれども。自分でこうやっていこうとかという人は、なかなか現実的には難し

い。ただ、前からちょっと出ております、買い物難民についてどうしようかと

いうのは、企業支援課長おりますけれども、商工会の中なんかでもではどう

したらいいかという多少の議論は始まっているようですので、町がどこまで

どうだというのは非常に難しいのですけれども、特に買い物難民がいて、そ

れに何か町が対応できる、仮に具体的なものがあれば、それはやっぱり取

り組んでいこうかなというふうには考えているのですけれども。いずれにして

も、土地をお持ちの方というのですか、極端なことを言うと、困ってないとい

うのですか、考え方はそういう人もいるわけなのです。したがって、その辺が

町がどこまで、計画をつくって説明会をしているのですけれども、なかなか

合意に至っていないと。したがって、どこかでやっぱり結論をそろそろ出す時

期かなというふうに思っています。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

  安藤委員。 



〇安藤欣男委員 道路行政、今副町長から言われましたが、私は困ってい

ないのだ、いや大事なのだという利害関係があって、なかなか難しいことは

痛感するわけですが、そういう状況の中で、農村部、あるいは市街化の中

にもあるよというのですが、生活道で拡幅がなかなか困難なところ、しかも

そんな関係で砂利道、舗装ができない。そういうところがあちこちまだあるわ

けなのですが、かつて私も計画的にそういうところは取り組んだらどうです

かと申し上げたときがあるのですが、町は４メートル以上のもので順次やっ

ていきますということなので、そうすると、何年たってもできませんよと言った

ことあるのですが、これなどの生活道については、町はどう考えているのか。 

  私は、これから財政が厳しい中で、地域の民活というか、協力の中で資

材費を出すとか、あるいは町が直営でそういうところはとりあえずやる、改良

しておこうというような考え方は持てないものでしょうか。地域でコミュニティ

ー事業みたいなので、ある程度この地域はでは今年はこの地域で希望があ

るところはやってくださいとかそういう計画的なものが組めれば、またその地

元は、やる人たちが、ではうちのほうもやるかとか、コミュニティーもまた出て

くるかと思うのですが、そうした発想的なものは考えたことないでしょうか。 

〇川口浩史委員長 高橋副町長。 

〇高橋兼次副町長 生活道路の整備についてお答え申し上げたいと思いま

す。 

  町の基本的な考え方は、やっぱり一定の幅員を持って、側溝整備なり、



そこに家がある以上、排水が出てくるとかというのがございますので、そうい

う形を基本的に考えております。 

  ただ、以前やった例、志賀地区でございますけれども、ここの道は、そこ

に土地をお持ちの方やお住まいの方が、側溝整備だとか将来そういうのし

なくていいよと、舗装だけしてくださいという道が現実的にありまして、それ

は舗装やりました。したがって、その場所場所によって多少いろいろあるの

かなと思うのですけれども、基本的には生活道路についてはかなりのところ

が整備ができてきているのかなと。できないところはできないなりの理由が。

今度は、狭隘道路の来年度の予算で志賀地区をやりますけれども、これは

やはり地先の皆さんたちの協力がようやく得られる見通しがついて、現実的

になっています。したがって、今までにある程度家が張りついておってその

道が広がってないところは、広がってないなりの理由があって、なかなか現

実化になっていないのが今のことなのかなと思っているのです。 

  したがって、先ほど申し上げましたように、どうしてもここのところはこうい

う形で無理だと。例えば、では舗装だけでもしてもらいたいというのは、今後

やっぱり考えていかざるを得ないのかなというふうに思っています。ただ、や

はり限られた財源の中ですから、以前と比べて土地の買収費も半分ぐらい

にさせていただきましたし、かかるのはやっぱり補償費なのです。土地代金

は今そんなでもなくなったのですけれども、やっぱり植木があるとか何か耕

作物があると、その補償というのが土地代以上にかかっているのが現実な



のです。したがって、場合によったら、では土地は提供しますと、補償は自

分たちでやりますと、だからここを広げてやってくださいとかというようなこと

があれば、それはまたちょっと違った展開になってくるのかなと思っているの

ですけれども、今までそういうふうにやってきませんでしたので、そこをすぐ

転換というのは難しいかなと。 

  今、直営工事のお話も出ましたけれども、全国的には、まだまだそういう

のをやっているところもあります。昔、嵐山でもたくさんやってきました。地元

の人たちが人夫さんに出ていただいて、一緒に町の職員でつくってきたとい

うのも、過去、現実にありました。 

  この間の行財政改革の平成 17年のときですか、そこのときにもそういう

議論も出ました。ただ、いかんせん、今の役場の技術屋さんの問題だとか、

昔は町で機械を持っていたりしていましたから、なかなかそれが実現できな

かった。ただ、やっぱり技術屋の職員が自分で測量して設計して道をこうつ

くるというのは、できれば、それは職員の資質の向上という考えもありますけ

れども、それはかなり有効なのかなというふうに思っていまして、模索したこ

ともございましたけれども、残念ながら今まだ実現をしてございません。した

がって、今後のそれも課題かなというふうに思っています。 

  いずれにしても、生活道路の整備の要望というのは、嵐山の地図を見ま

すと、かなりのところでまだ色が塗られておって、ただどちらかというと、でき

てこなかったオーダーというのですか、それは結構はっきりしてきているの



かなと。だから、それは先ほど申し上げました、何かの問題があってなかな

か整備ができなかったということでございますので、そこに生活する人たち

がいるということは、それもやっぱり考えていかなければいけないのかなと

思っておりまして、今後は、その辺について一定の町の考え方を少し整理を

して、今後取り組ませていただきたいなというふうに基本的に考えておりま

す。 

〇川口浩史委員長 安藤委員。 

〇安藤欣男委員 やっぱり整備をしてということが大事だと思うのです。で

すから、道路整備計画の中に、一言で言えば生活道ですが、それで、その

中に、改良が要するというか、舗装化されてない生活道がどのくらいあるの

か。そういうのは、私は調査はしたことはないのではないかと思うのですが。

住宅地図からすれば、調べる気になれば調べられると思うのです。そういう

ことをやったことないと私は思っているのですが、やったことあるのですか、

どうなのですか。 

〇川口浩史委員長 高橋副町長。 

〇高橋兼次副町長 具体的にどこが舗装になっていないかというの、当然

今、道路台帳上の管理になっていますから、それなりの把握はできている

のかなと思っています、市街地の中のそういうふうに我々も図面を持ってい

ますから。ただ、１軒でも生活道路、２軒でも生活道路。前は、例えば５軒以

上ないとどうだとかというのもあったのですけれども、嵐山全体を見回したと



きに、ある程度家が張りついている道というのは、それなりの整備がかなり

できてきているのかなというふうには我々も思っているのですけれども、ただ

いろんな条件があってなかなかできなかったということ。今、幾つか実際に

また始めておりますけれども。したがって、やっぱりそこの地先の住んでい

る人たちの、区長さんを通して要望が出てくるわけですけれども、要望を出

すのは勝手と言ったらちょっと語弊があるのですけれども、こうしてもらいた

い、ああしてもらいたいと。 

  例えば、あるオーダーを見ると、10何本出てきているところもあるわけな

のです。それを今のこれからの状況の中で町が１本ずつ整理をしていくとい

うのは、なかなか難しいのかなと。したがって、どこが地元として優先順位な

のですかと、１番はどこなのですかというのを今お聞きして、そういうものを

まずやっていこうというふうなことです。 

  したがって、その生活道路、先ほど申し上げましたように、戸数が何戸と

いうことによってもちょっといろいろ変わってくるなと、街道的なみたいなうち

もございますし。したがって、その辺は町全体のバランスのこともありますの

で、今度はではここの道を計画していこうと言って、今狭隘道路についても

22年度、１本、来年度、１本、その次に１本、予定しているところもございま

す。そのほか北部の、いわゆるまちづくり交付金の中で何本かもやっていま

す。 

  したがって、先ほど申し上げましたように、全体を一度整理をさせていた



だいて、だれが見ても、こういうところを早く整備してやる必要があるというと

ころがあれば、それはそれなりに町としても優先順位を早めてやっていくよう

かなというふうには思っています。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 安藤委員。 

〇安藤欣男委員 町が地元要望受けて、一定の企画を持った改良だけをし

ていると、何年も何年もたってしまってできないところもあるので、現状でい

いですよというところについては、町がやってもいいし、その地域でそこのう

ち、個人だったら個人が、では資材費を町が持つと。個人が頼んでやると、

道路をね。舗装ぐらいですよ、それは、側溝なんか入りませんけれども。そう

いうとりあえずの改良ができないのかなというふうにひとつ思うのです。だか

ら、それが狭隘道路のその国の補助が活用できるのかどうか、その辺ちょっ

とわからないのですが。そういう生活道路の整備だけでするのだとなると、

全額町の一般会計でなくてはできないということになると、やるとしても一定

の限度はあると思いますけれども。ただ、それも計画的にやれば、始めれば、

10年たてばかなりの延長もできるのではないかと思うのですが、その辺は

どうでしょうか。 

  くどいようですが、改良してくださいということで町がやるのではなくて、と

りあえずじゃ生活道の舗装化をすると。今は、砂利が欲しいからといって、

区長さんを通じて砂利のところは砂利を入れたりしているわけですけれども、



それの舗装をアスファルトにするか、コンクリをどうするか。それはその地元

の考え方でもあると思うのですが。 

〇川口浩史委員長 高橋副町長。 

〇高橋兼次副町長 今度の総振のテーマで、協働のまちづくりというのが一

番最初に掲げているわけでございますので、実際的にそういう考え方があ

れば、それは一つの方法かなと。ただ、それも町の一つの方針を定めて、そ

れに従ってどうだというのが大事かなと思っていますので、ご提案の趣旨も

踏まえながら、ちょっとその辺は検討させていただきたいと思います。 

〇川口浩史委員長 ほかに。 

          〔発言する人なし〕 

〇川口浩史委員長 質疑がないようですので、第６の区分、第２章「まちづく

りの将来像」中第３節「土地利用構想」の「１住宅地域」、「２商業地域」、「３

インター関連開発地域」、「４工業地域」、「５農業地域」及び「６森林地域」並

びに第３章「施策の体系」中の第５節「安全・安心で活力に満ち、快適に暮ら

せるまち」、第４章「重点的施策」中の第５節及び第５章「施策の内容」中第５

節までの質疑を終結いたします。 

  これにてすべての区分の質疑を終結いたします。 

  ここで休憩といたします。 

          休  憩 午後 ４時２５分 

 



          再  開 午後 ４時４３分 

〇川口浩史委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  審査を続行します。 

 

    ◎修正動議の提出 

〇川口浩史委員長 第 16号議案 第５次嵐山町総合振興計画を定めるこ

とについての件に対し、お手元に配付したとおり、渋谷登美子委員から３月

９日付で、小職あてに修正動議が出されております。よって、これを本案と

あわせて議題とし、提出者の説明を求めます。 

  渋谷登美子委員。 

〇渋谷登美子委員 では、読み上げるというか、全部で５項目あるのですけ

れども、１項目めなのですけれども、修正部分としては、第５次総合振興計

画における「障害」の「害」の字を表記を平仮名の「がい」に変更するという

のは、このごろ言われていますけれども、障害の害を、害という言葉を人に

対して使うのはふさわしくないという形で、文教厚生委員会の報告などでも

障害の害を平仮名にするようにしていますので、その表記を変更することで

す。これはパブリックコメントのときに気づいておけばよかったのですけれど

も、このところをちょっと気づかなかったので、ずっとこの障害の害が続いて

しまっているのでよくないなと思って、変更です。 

  ７ぺージですけれども、４、住民意識調査等の結果。第５次総合振興計



画を策定するにあたり、20歳以上の男女 2000人に意識調査を行いました。

というのに、次のように変更するわけなのですけれども、これはその後にも

アンケート調査で指標ができていますので、アンケートの回答率は加えてお

いたほうが、最後まで残るものですから、入れておいたほうがよいということ

で、このようになっています。４、住民意識調査等の結果。第５次総合振興

計画を策定するにあたり、20歳以上の男女2000人の意識調査を行い、回

答があったのは 1010人で、回答率は 50.7％でした。に変更をします。 

  ３番目なのですけれども、18ぺージの第４章の重点施策に【１、町民と

行政の協働による調和のとれたまちづくり】に、これ１、２があるのですけれ

ども、それに３として住民参画の推進を加えます。これは全部施策のほうの

内容の部分から持ってきたのですけれども、プリントミスがあります。行政主

体による行政サービスの効率化という手法から町民をはじめで、「から」がな

くなります。はじめ、自治組織、ＮＰＯ、各種団体、地元企業などの合意形成

を重視した多用な主体によるまちづくりを進めます。 

  住民参加の機会の拡充をはかり、地域住民等の意思を施策に反映する

ため、自治基本条例の制定を図ります。 

  〔「各施策の内容」第１節２―（２）自治基本条例制定で、〈新規事業〉を加

えます。 

  ４番目なのですけれども、27ぺージの２―（２）住民参画の推進を重点施

策にし、下記のとおり、修正します。２―（２）住民参画の推進（★重点施策）



ですけれども、これは自治基本条例の制定というのは、嵐山町の憲法を制

定することになるわけなので、これを重点施策から外すというわけにはいか

ないということで、これは重点施策に変えるということです。 

  ４の 32ぺージなのですけれども、【施策の内容】に、町民、企業、各種団

体を対象とした人権啓発の活動の充実を図り、計画的、総合的施策を推進

します。〈人権施策推進審議会運営事業・人権対策推進事業・人権対策啓

発事業〉。〇として、人権問題を始めとする町長が抱える様々な問題の解決

を手助けするため、関係機関と連携し、人権相談、行政相談、法律相談、迷

惑相談等の相談体制の充実を図ります。 

  〈各種相談事業〉 

  〇ですけれども、人権尊重の心を育むため、学校教育や社会教育を通

じて人権教育を推進します。 

  （人権教育推進協議会運営事業、人権教育推進事業、吉田集会所運営

委員会運営事業、吉田集会所管理事業）に、それに次の施策「嵐山町の総

合的な人権推進計画を策定します。」を加え、下記のとおり修正します。 

【施策の内容】、線が入っているところが加えている部分なんですけれども、

〇嵐山町の総合的な人権推進計画を策定します。 

  〈嵐山町人権推進計画〉新規事業で、あとは前と同じなのですけれども、

町民、企業、各種団体を対象とした人権啓発活動の充実を図り、計画的、

総合的人権施策を推進します。 



  〈人権施策推進審議会運営事業、人権対策推進事業、人権対策啓発事

業〉 

〇  人権問題を始めとする町民が抱える様々な問題の解決を手助けする

ため、関係機関と連繋し、人権相談、行政相談、法律相談、迷惑相談等の

相談体制の充実を図ります。 

  〈各種相談事業〉 

〇  人権尊重の心を育むため 学校教育や社会教育を通じて人権教育を

推進します。 

  〈人権教育推進協議会運営事業、人権教育推進事業、吉田集会所運営

委員会運営事業、吉田集会所管理事業〉。 

  これは、32ぺージのところにあります、関連する計画というのがあります

けれども、これが今後の同和対策の基本方針における実施計画というのが

平成 24年に終了します。その後の計画として嵐山町の総合的な人権推進

計画を策定するというふうな形に変えています。 

  次が、５番目なのですけれども、121ぺージから 126ぺージです。これ

は第６節の計画の実現に向けてで、四角で囲ってある１の計画的で効率的

な行政運営の推進、１―（１）職員の育成と活性化の推進で文章がずっと書

いてありまして、それが 122ぺージになります。それから、１―（２）で電子自

治体の推進で 123ぺージから 124ぺージ、そして１―（３）として健全な行財

政運営の推進で 126ぺージになっていますけれども、これに事業者との適



正契約の推進の施策を加え、次のように修正するということですけれども、

１―（１）は同じです。１―（２）から加わっていきます。 

  １―（２）事業者との適正契約の推進 

【現況と課題】 

  現在、町では、公共事業建設事業ならびに業務委託に電子入札事業を

試行的に行っています。談合を防ぎ、正価格での入札が目的です。嵐山町

は、職員の定員管理事業を進め、行財政改革において、嵐山町事業の民

間委託が進んでいます。民間委託によって、多くの事業者が町業務に携わ

る改革が出来る一方、入札業務は、価格で判断するため、事業に従事する

労働者、下請業者の労働条件について、嵐山町で関わることができない現

状があります。そのため、嵐山町事業で働く人の生活を保障することが必要

です。又、事業者の技術や社会参加の評価がされていない現状を改善する

必要があります。 

【基本的な方針】 

  嵐山町の公共事業建設事業、業務委託事業の契約にあたっては、価格

競争のみではなく、環境、福祉、男女共同参画、公正労働基準などの社会

的価値の実現をふまえた総合評価方式の採用に努め、嵐山町で事業を行

う事業者に、嵐山町の社会的価値の実現ができる契約を進めます。 

  目指す指標なのですけれども、指標の内容としては、２つ入れました。公

契約条例の制定、人的委託契約の総合評価方式の導入。これ人的委託契



約というのは、学校給食センターの管理業務とか、それから水道事業、それ

からお掃除などのことがあります。現状、目標値が５年後、公契約条例の制

定が制定、人的契約の総合評価方式の導入が 50％、目標値 10年後は公

契約条例の制定が制定、人的委託契約の総合評価方式の導入は 100％と

いう形です。 

  そして、施策の内容として、嵐山町の公共サービスの質の向上を目指し、

入札改革を進め、総合評価方式の入札により政策入札を取り入れ、嵐山町

事業で働く人の労働条件を保障します。〈総合評価方式の入札の導入、公

契約条例の制定、（新規事業）〉というふうになりまして、その後のものは繰

り下げになってきますので、１―（３）電子自治体の推進（細部省略）、１―（４）

健全な行財政運営の推進（細部省略）となっていまして、公契約条例の制定

は５年後ということで、これは多分そのような形に持っていかざるを得ない状

況になってくると思いますし、人的委託契約の総合評価方式の導入は、ずっ

と町のほうでも考えていることですので、５年後に関しての 50％の導入とい

うのは正当なものではないかなと。そのくらいのことであるならば、やってい

くべきであるというふうに考えていますし、学校給食もそうですし、そして今

の水道事業、それからもっといろいろなものもこれから外部委託も入ってくる

ので、50％を目指してほしいなという感じで、10年後には100％を目指すと

いうふうな形で考えております。という修正案です。 

〇川口浩史委員長 修正案の説明が終わりました。 



  これより、渋谷登美子委員から提出された修正案に対する質疑を行いま

す。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇川口浩史委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

  まず、原案に賛成の委員の発言を許可します。 

  ６番、柳委員。 

〇柳 勝次委員 私は、原案に対して、政友会を代表して賛成の立場から

討論するものであります。 

  先ほど渋谷委員から修正案が出されました。私は、修正案に対して次の

３点について問題がありますので、原案に賛成するものであります。 

  まず、第１点目ですが、修正案の中で、自治基本条例が施策の体系第１

節、町民と行政の協働による調和のとれたまちの中で、重点施策の記述が

ないということですが、この総合振興計画は、そもそも重点施策については、

これからの 10年間、住民が生活する上で行政がいかに住みよいサービス

を提供できるかの施策を展開していくかが、審議会でのコンセプトと聞いて

おります。それが町の将来像、「豊かな自然、あふれる笑顔、心の通うまち、

らんざん」につながるものと考えます。 

  したがって、確かに自治基本条例は、町の憲法であり、大変重要な事項

ではありますが、自治基本条例は、どちらかと言えば、仕組みづくりだと考



えます。その仕組みづくりの中で、住民参画の機会をつくり、地域住民の意

思を施策に反映させて自治基本条例を制定していくということですから、住

民に対しての重要性は十分考慮しており、重点施策と指定しなくても同様の

内容と考えています。したがって、原案の内容で何ら問題ないと考えていま

す。 

  続いて、第２点目ですが、修正案の中で、人権推進計画の策定に対して

の修正案がありました。言うまでもなく、同和対策法は平成14年３月に終了

しました。それはすべて人権基本法に変わったわけで、それ以降、現在に

至るまで嵐山町も、国や県の方針に基づいて施策を実施してきたわけです。

特に、同和問題に関しては、嵐山町独自で施策を展開していくことは非常に

難しいものがあるのではないかと、過去の本議会や委員会の議論の中で私

は認識いたしました。 

  また、現在の同和問題に対する国や県の指針は、先ほど渋谷委員から

も話がありましたが、平成 24年で終了して、新たに新しい指針が出されると

聞いております。そのような背景の中で、嵐山町独自の人権推進計画を立

てることは、今後の５年、10年の中で、町の方向性を誤るのではないかとい

う懸念がされます。したがって、人権の施策については、国や県の動向を見

きわめる必要があると考え、原案のままでよいと考えております。 

  続いて、３点目ですが、修正案の中に公契約のお話がありました。これ

は、過日の一般質問や昨日の質疑の中で、大きく、また時間をかけて議論



されました。その中でも町長より説明がありましたが、町とすれば、公共工

事の契約に当たっては、必ず労働基準法、職業安定法、最低賃金法、雇用

保険法などの関係法令をすべて遵守することなどの内容を含んだ契約を結

んでいるとの説明がありました。 

  昨日あるいは過日の議論の中でもありましたが、現在、埼玉県はもちろ

ん全国的にも、この公契約条例を制定しているところは、ごく少ないとの説

明もありました。時代の流れは、その方向性にあると思います。時代の流れ

は、その方向性にあるのかなと思いますが、現時点では、公契約条例の制

定は、まだ時期尚早ではないかと考えています。そして、１ぺージにも記述

してありますが、経済、社会情勢の大幅な変化があった場合、実情に応じて

見直しをするとあります。したがって、そのような環境になったとき、本町に

おいても時代におくれないような対応をしていけばよいと考えます。したがっ

て、この契約についても原案のままでよいと考えています。 

  以上、３点の理由により、私は原案に対して賛成するものであります。 

  以上です。 

〇川口浩史委員長 原案に対しての反対ということですね。 

  清水委員。 

〇清水正之委員 私まとめていませんで、柳さんみたいにうまい話ができな

いかもしれません。 

  16号議案の第５次総合振興計画を定めることについて反対をいたしま



す。 

  まず、この第５次総合振興計画そのものは、嵐山町の 10年間を見据え

ての将来像をつくっていく計画であります。同時に、20年、30年を見据えて

の 10年間ということで、私は質疑の中でも行いましたけれども、そういう計

画であろうというふうに思います。 

  そういう面では、今度の振興計画の中身が、ボランティアに対するまちづ

くりのメッセージというようなものは伝わってきましたけれども、それをどうい

うふうに将来の嵐山町をしていくかというメッセージが非常に欠け落ちてい

るというふうに思います。そのメッセージがこちらに伝わらなかったというの

が大きな原因です。 

  そういう面では、私、審議の中でも自分なりの嵐山町の将来像というもの

を示して質疑をしてきました。そういう点では、修正案には幾つか載っていま

すけれども、もっと細かく上げればあるのだろうなというふうに思います。そ

ういう面でのこれから担う嵐山町の将来像というものが、果してこれで住民

に伝わるのだろうかというふうにも思っています。本当に希望のある嵐山町

をどうつくるかというのが、この第５次の振興計画ではなかったかなと。そう

いう面では、住民に伝えるメッセージが余りにも貧弱ではないかなというふう

に感じます。そういう面では、私、幾つか提起をいたしましたけれども、その

部分がしっかり町の施策として５年間の見直しの中で生かされることを期待

をしています。 



  以上で反対討論とします。 

〇川口浩史委員長 討論を終結いたします。 

  これより第 16号議案 第５次嵐山町総合振興計画を定めることについ

ての件の採決に入りますが、この際、挙手しない委員の取り扱いについて、

お諮りしたいと思います。 

  第 16号議案の採決は、挙手により行いますが、挙手しない委員は、本

案に対し反対とみなすことにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇川口浩史委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、挙手しない委員は、本案に対し反対とみなすことに決しました。 

  それでは、まず本案に対する渋谷登美子委員から提出された修正案に

ついて採決いたします。 

  本修正案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

          〔挙手少数〕 

〇川口浩史委員長 挙手少数。 

  よって、本修正案は否決すべきものと決定しました。 

  次に、第 16号議案 第５次嵐山町総合振興計画を定めることについて

の件の原案を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

          〔挙手多数〕 



〇川口浩史委員長 挙手多数。 

  よって、本案は可決すべきものと決定しました。 

  以上をもちまして、第５次総合振興計画審査特別委員会に付託されまし

た第 16号議案 第５次嵐山町総合振興計画を定めることについては、すべ

て終了いたしました。 

  ２日間にわたりまして、慎重審議をされ、大変ご苦労さまでした。 

  なお、委員長報告につきましては、正副委員長に一任させていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇川口浩史委員長 では、そのようにさせていただきます。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇川口浩史委員長 これをもちまして、第５次総合振興計画審査特別委員

会を閉会いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

                             （午後 ５時１０分） 


